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第１ 計画策定の考え方                     

 

１ 計画策定の趣旨                                  

宮城県では，多文化共生社会の形成を推進することについて，基本理念を明確にし，

さらに広く県民に共通の認識に立ってもらうことを目的とし，平成19年７月11日に「多

文化共生社会の形成の推進に関する条例」（以下「条例」とします。）を公布，施行す

るとともに，条例に基づき平成21年３月に平成25年度を目標年度とする５か年計画の「宮

城県多文化共生社会推進計画」（以下「第１期計画」とします。）を策定し，県，市町

村，地域国際化協会及び民間団体と連携の下，多文化共生社会の形成の推進に関する施

策を進めてきました。 

 第１期計画策定以降，県内の在留外国人（注１）は16,000人台で推移しており，経

済のグローバル化（注２）によって，宮城県においても，外国籍を持つ人や外国にル

ーツがある日本国籍を持つ人等の外国人県民等（以下「外国人県民」とします。）の増

加が予想されていましたが，東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東北地方太平

洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいいます。以下同じです。）

の発生後，県内に在留する外国人数は約14,000人まで減少しています。その一方，永住

者等として居住する外国人県民は，震災後も増加を続けています。 

本計画は，このような状況の変化に対応しつつ，第１期計画の取組を更に進め，国籍，

民族等の違いにかかわらず，県民の人権が尊重され，県民が社会参画を図ることのでき

る多文化共生社会の推進により，豊かで活力のある社会の実現を目指すために策定し，

多文化共生社会の形成の推進に関する施策（以下「多文化共生施策」とします。）を総

合的かつ計画的に実施することを目的に，今後の多文化共生施策の基本的な方向性と取

組方針を示すものです。 

 

 

２ 計画策定の視点                                

 これまでの取組を踏まえ，以下の視点で計画を策定します。 

（1）「住民施策」としての位置付け 

    地域における多文化共生は，「国際交流」，「国際協力」とともに，地域の国際化を

進めるための柱とされています。この ３つの中で，「国際交流」，「国際協力」は海

外の国・地域やそこに暮らす外国人が対象となるのに対し，「多文化共生」は，地域

に暮らす外国人住民が対象となるという特徴があります。 

    多文化共生施策は，地域国際化の施策であるとともに住民施策の一環であるとい

う視点を持って，計画を策定します。 
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（2） 役割分担と連携 

    多文化共生社会の実現のために推進すべき取組は，様々な分野に関わる地域全体

の課題となっています。各分野で県民，地域国際化協会，関係団体，学校，事業者，

行政等が連携を図りながら，それぞれ主体となって役割を担うことが必要です。 

 

 

３ 計画の性格                                               

 この計画は，宮城県の多文化共生社会推進の方向性を示すため，条例第７条第１項の

計画として策定します。また，「宮城の将来ビジョン」（平成19年３月策定）及び「宮

城県震災復興計画」（平成23年10月策定）の個別計画，総務省が平成18年３月に地方公

共団体に策定を推奨した「地域における多文化共生推進プラン」として位置付けます。 

 さらに，その実施に当たっては，関連計画と連携しながら推進していくこととします。 

 

 

４ 計画の期間                                    

 本計画の対象期間は，平成 26 年度から平成 30 年度までの５年間とします。計画期間

中に状況に著しい変化などが生じた場合には，必要に応じて見直すこととします。 

 

 

５ 計画見直しの考え方                                    

 本計画の策定に当たっては，第１期計画の基本理念や基本方針等，基本的な考え方を

継承しつつ，必要な見直しを行いました。 

 第１期計画の期間において実施した事業の成果を検証するとともに，外国人県民を取

り巻く状況の変化や東日本大震災の経験等を踏まえ，宮城県の多文化共生に関する課題

を明確にし，策定しています。 
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第２ 基本理念と基本方針                                     

 

１ 条例に定める基本理念                               

  

 

 

 

 

 国籍，民族等の異なる人々が，互いに文化的背景等の違いを認め，人権を尊重し合い，

地域社会の対等な構成員として共に生きる「多文化共生社会」の形成を推進することで，

全ての県民が各々の能力と個性を発揮できる豊かで活力のある宮城県となることを目指

します。 

 条例で定める多文化共生社会の基本理念は以下のとおりです。 

１ 国籍や民族等の違いにかかわらず，県民の人権が尊重される社会 

２ 国籍や民族等の違いにかかわらず，県民が地域社会に参画できる社会 

３ 県，市町村，事業者，県民等が適切に役割を分担し，協働して取り組む社会 

 

 

２ 基本方針                                      

(1)  計画の基本方針 

 

 

 

 

 

本計画においては，第１期計画から引き続き『外国人県民とともに取り組む地域

づくり』と『外国人県民の自立と社会活動参加の促進』を基本方針として掲げ，多

文化共生の推進に取り組みます。 

「３ 外国人県民を取り巻く現状と課題」に示す各課題においては，外国人県民

に対する理解の不足や認識の低さ，地域とのつながりの希薄さは「意識の壁」，コ

ミュニケーションの困難さ，学習の機会の不足は「言葉の壁」，家族問題の増加，

複雑化，活躍の場の不足は「生活の壁」ということができます。 

まず，「意識の壁」を解消することにより，外国人県民と地域住民とによる地域

コミュニティの形成が促進され，外国人県民を含む県民や各関係機関が適切な役割

「多文化共生社会の実現により豊かで活力のある宮城へ」 

 国籍，民族等の違いにかかわらない県民の人権の尊重と社会参画 

外国人県民とともに取り組む地域づくり 
～意識の壁の解消～ 

外国人県民の自立と社会活動参加の促進 
～言葉の壁の解消～ 
～生活の壁の解消～ 
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分担の下で協働して多文化共生に取り組むことが促進され，「外国人県民とともに

取り組む地域づくり」が促進されます。 

次に，「言葉の壁」を解消することにより，外国人県民の生活の安全安心が守ら

れるとともに地域への適応力が向上します。 

さらに，「生活の壁」を解消することにより，外国人県民とその家族の家庭生活

の質が向上し，外国人県民が地域や職場で能力を発揮することが促進されます。 

 

(2)  施策展開の考え方 

  多文化共生施策を進めるためには，関係機関がそれぞれの役割を担い，連携して

取り組むことが必要です。多文化共生施策は，住民施策であるという視点を踏まえ，

基本理念の啓発や外国人県民の生活を支援する基本的な施策については，行政機関

が中心的な担い手となり，行政機関では効率的な展開が困難な専門性，先駆性，柔

軟性が求められる分野については，地域国際化協会やＮＰＯ（注３）等の団体が担

うことが望ましい形といえます。 

   第１期計画の期間においては，関係機関がそれぞれ担うべき役割に基づき施策を

進めてきましたが，外国人県民の置かれている状況やニーズは，地域により様々で

あり，多文化共生施策の進度も地域により異なっています。本計画の期間である平

成 26 年４月からの５年間においても，各地域における実情を踏まえながら，実現

できる取組から実施していくこととします。実現が難しい取組については，関係機

関が連携，補完し合いながら，施策の推進を目指します。また，既に多文化共生施

策に積極的に取り組んでいる地域にあっては，外国人県民のニーズに応えながらそ

の取組を更に発展させ，先進的な取組や広域連携による他地域の取組支援等の施策

の推進に努めます。 
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第３ これまでの取組及び外国人県民を取り巻く現状・課題     

 

１ これまでの主な取組                          

  平成 21 年３月に策定した第１期計画の下では，『外国人県民とともに取り組む地域

づくり』，『外国人県民の自立と社会活動参加の促進』を基本方針として，「意識の壁」，

「言葉の壁」，「生活の壁」を解消するための取組を行ってきました。 

 

(1)「意識の壁」の解消のための取組 

◆ 多文化共生の啓発 

    外国人県民に対する理解不足などを解消し，「外国人県民とともに取り組む地域づ

くり」を推進するため，外国人県民を含めた県民，行政機関等に対する啓発事業を

実施しました。また，関係機関が協働して多文化共生を推進するための体制整備を

行いました。 

【具体的な主な取組】 

・多文化共生シンポジウムの開催，市町村職員等研修会の開催，宮城県多文化共生

社会推進審議会の運営等[県] 

   ・国際理解教育支援，市町村国際交流協会，ＮＰＯ等の国際交流や多文化共生イベ

ントへの支援[県国際化協会] 

 

（2）「言葉の壁」の解消 のための取組 

◆ 多言語化支援 

外国人県民の生活の安全安心を確保するために，行政機関等から提供する情報の

多言語化を推進しました。特に，東日本大震災の発生後は，防災に関する情報の多

言語化に努めました。 

【具体的な主な取組】 

・災害時通訳ボランティアの整備（県国際化協会への委託事業）[県] 

・多言語支援ツールの作成（災害時多言語表示シート，防災ハンドブック等）[県] 

・多言語生活情報の提供[市町村] 

・多言語情報紙，生活ガイドブックの発行，外国人支援通訳サポーター育成，紹介

[県国際化協会] 

・ホームページの一部多言語化[県] 

・保健福祉に関する相談業務における通訳の活用[県] 

・運転免許手続時の多言語対応[県]  
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◆ 学習支援 

外国人県民の地域社会への参画が促進できるよう，日本語を学習する環境の充実

化を図り，また，外国人県民が日本の生活習慣等を学ぶオリエンテーションの実施

を推進しました。 

【具体的な主な取組】 

・日本語講座の開設[市町村，県国際化協会，市町村国際交流協会，ＮＰＯ] 

・日本語ボランティア支援，多国籍児童生徒支援[県国際化協会，ＮＰＯ] 

    ・日本語指導非常勤講師の配置[県] 

・日本語指導補助者の配置[市町村] 

 

（3）「生活の壁」の解消 のための取組 

◆ 生活支援 

文化的な背景の違いなどから外国人県民とその家族が抱える生活の課題を解消

するための相談事業等を実施するとともに，相談対応職員の技術向上を図りました。 

【具体的な主な取組】 

・みやぎ外国人相談センターの設置（県国際化協会への委託事業），外国人対応

職員等研修[県]    

・外国人相談対応体制の整備[市町村]  

・ニューカマーのための生活適応支援プログラム[県国際化協会] 

 ◆活躍の支援 

外国人県民の地域参画を推進するための人材育成，養成を行いました。 

【具体的な主な取組】 

・みやぎ外国籍県民大学，みやぎ外国籍県民大学フォローアップ事業の実施 

[県国際化協会] 

 

(4) 取組の総括 

上記の取組に関する総括としては，次のような点が挙げられます。 

【行政の取組】 

東日本大震災の発生により，各市町村，特に沿岸市町において甚大な被害を受け

たことから，県や市町村では復旧，復興事業以外の事業の規模縮小，休止等の措置

により取組の内容や進度に変更が生じました。 

県は，復興事業に取り組む中であっても外国人県民に直接関わる事業を継続して

実施しながら多文化共生関連事業を順次再開し，（公財）宮城県国際化協会（以下「県

国際化協会」とします。）との連携による東日本大震災をテーマとしたシンポジウム
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や研修会の開催等，外国人の防災という視点を強化して取組を行いました。また，

市町村においても，被災の程度や外国人県民の置かれている状況等，地域の実情に

合わせた取組を行いました。 

【県国際化協会，市町村国際交流協会，ＮＰＯの取組】 

県国際化協会は，日本語講座の立ち上げ支援など，地域の多文化共生に関する専

門的視点から様々な支援を実施しました。また，市町村国際交流協会や支援団体等

のＮＰＯは，各種イベントや日本語講座，相談対応等，地域の実情に合わせたきめ

細やかな取組やネットワークを活用した支援等を実施しました。 

東日本大震災では発災直後から，県国際化協会の被災地巡回による安否確認や相

談対応，仙台国際交流協会による仙台市災害多言語支援センターを中心としたＦＭラ

ジオなどの情報媒体による多言語での情報提供等の対応が行われたほか，外国人コ

ミュニティや日本語講座主催団体による外国人県民の支援等，多様な支援が行われ

ました。これらの団体は，支援の実績を踏まえ，大規模災害時の外国人支援に関し

てその経験を全国に伝える役割も担うこととなりました。また，第１期計画の取組

に関する項目ごとの総括については，次のとおりです。 

【「意識の壁」の解消のための取組】 

県では，市町村，県国際化協会，市町村国際交流協会やＮＰＯと連携しながら県

民に対する多文化共生に関する啓発事業を行ってきました。しかしながら，県民へ

の多文化共生に関する浸透度は低く，平成 23 年県民意識調査の結果を見ると，多

文化共生の取組に関する認知度（「知っている」又は「ある程度知っている」）は約

16％にとどまっています。また，行政においても，多文化共生担当部署以外の組織

に対する多文化共生の理念の浸透が不十分であり，多方面での取組の広がりには至

りませんでした。 

【「言葉の壁」の解消のための取組】 

一部の市町村を中心に多言語情報の提供などの取組が進んでいます。 

なお，外国人県民の人数により，市町村における多言語化の取組には差が生じて

います。今後は，外国人相談窓口以外の保健福祉関連の相談など，外国人の日常生

活に関連する窓口での対応においても，通訳の活用などの多言語対応の推進が求め

られます。 

【「生活の壁」の解消のための取組】 

相談対応においては，みやぎ外国人相談センターなどでは専門機関との連携は進

んでいますが，地域における相談体制の構築は進んでいないのが現状です。また，

外国人の活躍支援においては，県を中心とした外国人の就労支援などの取組につい

ては十分な実施には至りませんでした。 
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２ 外国人県民の現況                                                     

（1）在留外国人の状況 

   日本における在留外国人の数は，平成 24 年７月にスタートした新たな在留管理制

度，外国人住民の住民基本台帳制度に基づき，各市町村へ住民登録を行っている中長

期在留者（注 4）と特別永住者（注 5）の数によって把握できます。 

なお，平成 24年７月以前は，廃止前の外国人登録法（昭和 27年法律第 125号）に

基づき外国人登録者数（注 6）として把握していました。 

   全国の在留外国人数は，平成 24年末現在で 203万 3,656人となっており，全国の

推計人口１億 2,744万人（平成 25年１月１日現在）の 1.60％となっています。 

県内の在留外国人数は，平成 24 年末現在で 14,214 人となっており，県推計人口

2,326,696 人（平成 25 年１月１日現在）に占める割合は 0.61％となっています。在

留外国人数の推移を見ると，平成９年末で 10,000人を超え，平成 15年末では 16,608

人と右肩上がりに推移しました。その後はこの平成 15年をピークに 16,000人台で推

移し，平成 22 年末では 16,101 人となっていました。平成 23 年３月に東日本大震災

が発生し，留学生や技能実習生（注 7）が減少したことなどから，平成 23 年末では

13,973 人と震災前から約 2,000 人の減少となりました。平成 24 年末では 14,214 人

となり技能実習生の増加などにより微増しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ※2011（H23）年までは外国人登録法に基づく外国人登録者数 
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【国籍別】 

県内の在留外国人を国籍別に見ると，次のような状況となっています。 

・かつては韓国・朝鮮籍が最多でしたが，平成 12 年以降は中国籍が最多となり，続い

て韓国・朝鮮，フィリピンとアジア諸国が上位となっています。 

・東日本大震災の発生後は，中国籍が留学や技能実習の減少により約 1,500人の減少と

なり，在留外国人の減少の約 4分の 3を占めています。 

・東日本大震災の発生後，平成 24 年末ではインドネシア籍，タイ籍，ベトナム籍等，

東南アジア出身者が増加傾向を示しています。 

 

【在留資格別】（注 8） 

県内の在留外国人を在留資格別に見ると，次のような状況となっています。 

・平成 14 年末までは，特別永住者が最も多く，次いで日本人の配偶者等（注 9）とな

っていましたが，その後，永住者（注 10）が大きく増加するとともに留学も増加し，

平成 17年には永住者が最も多くなりました。特に，永住者はここ 10年で約 2.4倍に

増加していますが，これは日本人の配偶者等からの在留資格の変更等によるものと推

測されます。 
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中国 2,085 2,382 2,569 3,003 3,324 3,839 4,503 5,259 5,897 6,253 6,412 6,498 6,827 7,054 7,222 7,549 7,231 5,679 5,461

韓国・朝鮮 4,158 4,198 4,201 4,195 4,249 4,371 4,451 4,606 4,593 4,624 4,617 4,625 4,547 4,512 4,478 4,439 4,407 4,109 3,989

フィリピン 647 516 568 635 705 760 881 927 976 1,006 1,116 1,037 1,012 1,015 1,014 1,039 1,027 974 969

米国 440 440 460 446 434 436 479 474 474 463 443 464 520 544 536 541 507 528 536

インドネシア 65 77 83 117 159 206 268 265 269 301 258 258 188 249 263 274 306 222 269

タイ 68 73 77 96 86 87 123 123 128 152 173 172 182 204 247 239 209 206 256

ブラジル 516 622 519 663 695 691 909 994 1,135 1,593 1,218 1,020 546 306 220 187 154 138 143

その他 1,120 1,160 1,272 1,367 1,451 1,483 1,574 1,743 2,013 2,216 2,247 2,222 2,195 2,092 2,111 2,232 2,260 2,117 2,591
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永住者 333 387 427 486 533 694 1,115 1,446 1,812 2,242 2,545 2,757 2,937 3,105 3,471 3,739 3,983 4,219 4,414

留学 936 964 1,059 1,040 1,043 1,129 1,262 1,507 1,748 1,981 2,044 2,039 2,143 2,002 2,065 2,262 3,376 2,669 2,496

特別永住者 3,112 3,035 3,026 2,972 2,919 2,903 2,867 2,815 2,712 2,666 2,572 2,490 2,398 2,339 2,270 2,220 2,169 2,115 2,112

日本人の配偶者等 1,248 1,444 1,579 1,837 1,951 2,083 2,221 2,284 2,253 2,199 2,125 2,098 2,037 1,996 1,745 1,660 1,507 1,283 1,220

定住者 643 753 779 938 1,081 1,133 1,270 1,283 1,328 1,636 1,344 1,217 799 631 483 468 413 387 366
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・平成 24年末では永住者が 31％，留学が 18％，特別永住者が 15％となっており，永

住者と特別永住者を合わせると，全体の約半数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宮城県の特徴】 

 県内の在留外国人の特徴は，次のような点となっています。 

・全ての市町村に永住者，日本人の配偶者等が居住しています。 

・仙台市内の大学，日本語学校に入学している留学生が多く，留学の在留資格の割合

は，全国平均の９％に対し，宮城県は 18 ％と２倍の割合となっています。 

・地域の分布では，県全体の約 14,000人の在留外国人のうち，約 9,000人が仙台市 

に，約 5,000人がその他の市町村に点在して居住しています。 

 
在留資格別の構成 
（宮城県）               （全 国） 

 

 

 

 

 

 

 

在留資格 人口 構成比

1 永住者 4,414 31.1%

2 留学 2,496 17.6%

3 特別永住者 2,112 14.9%

4 日本人の配偶者等 1,220 8.6%

5 家族滞在 1,020 7.2%

6 技能実習 749 5.3%

7 人文知識・国際業務 415 2.9%

8 教授 399 2.8%

9 定住者 366 2.6%

10 教育 233 1.6%

- その他 790 5.6%

14,214 100.0%計

在留資格 人口 構成比

1 永住者 624,501 30.7%

2 特別永住者 381,364 18.8%

3 留学 180,919 8.9%

4 定住者 165,001 8.1%

5 日本人の配偶者等 162,332 8.0%

6 技能実習 151,477 7.4%

7 家族滞在 120,693 5.9%

8 人文知識・国際業務 69,721 3.4%

9 教育 10,121 0.5%

10 教授 7,787 0.4%

- その他 159,740 7.9%

2,033,656 100.0%計
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平成２４年１２月末現在 在留外国人数（市町村・国籍別）  

                          （法務省 在留外国人統計） 

（単位：人）

総 数 中 国 台 湾 韓国・ 朝鮮 フ ィ リ ピン ブ ラ ジ ル ベ ト ナ ム ペ ル ー 米 国 そ の 他

宮 城 県 9,240    3,639    116       2,452   382       65         330       12         378       1,866    

青 葉 区 4,790    2,145    68         970      141       28         147       7          145       1,139    

宮 城 野 区 1,221    532       14         366      78         6          31         4          28         162       

若 林 区 935       342       11         231      30         4          118       1          30         168       

太 白 区 1,398    421       4          614      76         6          29         -          30         218       

泉 区 896       199       19         271      57         21         5          -          145       179       

581       248       2          121      80         12         5          8          34         71         

313       158       1          99        14         5          -          -          4          32         

262       131       2          27        72         2          6          1          5          16         

143       44         2          58        27         -          -          -          2          10         

311       92         -          107      10         9          6          1          9          77         

149       76         -          24        28         1          -          2          5          13         

281       100       2          116      14         6          5          -          7          31         

129       56         3          35        9          5          1          -          1          19         

313       142       -          83        48         1          3          -          9          27         

276       93         1          102      29         8          9          -          9          25         

80        23         2          35        10         -          -          1          6          3          

620       173       21         225      75         5          3          1          12         105       

蔵 王 町 39        9          -          16        11         -          -          -          -          3          

七 ヶ 宿 町 12        5          -          4          -          1          -          -          -          2          

大 河 原 町 93        23         -          26        17         2          -          -          7          18         

村 田 町 33        7          -          13        6          -          1          -          3          3          

柴 田 町 162       66         6          43        9          -          4          -          1          33         

川 崎 町 38        10         -          23        3          -          -          -          2          -          

丸 森 町 105       26         8          21        14         3          4          -          3          26         

亘 理 町 86        30         -          18        17         4          -          -          2          15         

山 元 町 52        17         1          13        8          5          -          -          1          7          

松 島 町 34        4          6          12        9          -          -          -          -          3          

七 ヶ 浜 町 61        12         1          12        4          -          -          10         8          14         

利 府 町 101       29         2          39        8          2          -          -          6          15         

大 和 町 99        9          1          62        8          2          1          -          1          15         

大 郷 町 30        12         -          8          2          1          -          -          1          6          

富 谷 町 117       26         -          61        6          2          -          -          4          18         

大 衡 村 39        -          -          17        1          -          -          -          1          20         

色 麻 町 31        13         -          9          3          -          -          -          1          5          

加 美 町 94        30         1          35        9          1          4          -          6          8          

涌 谷 町 50        14         1          25        7          -          -          -          1          2          

美 里 町 72        18         -          34        9          -          -          -          4          7          

女 川 町 76        58         -          8          5          1          -          1          -          3          

南 三 陸 町 92        68         -          6          15         -          -          -          3          -          

14,214  5,461  179     3,989  969     143     382     37       536     2,518  

刈 田 郡

柴 田 郡

牡 鹿 郡

本 吉 郡

伊 具 郡

亘 理 郡

宮 城 郡

黒 川 郡

加 美 郡

遠 田 郡

多 賀 城 市

岩 沼 市

登 米 市

栗 原 市

東 松 島 市

大 崎 市

仙 台 市

石 巻 市

塩 竈 市

市 区 町 村

合　　計

気 仙 沼 市

白 石 市

名 取 市

角 田 市
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（2） 地域の多文化共生関連団体の状況 

地域において外国人県民の支援等に関わる多文化共生関連団体の設置（設立）状

況を見ると，国際交流協会は 24 の市町・１地域に 29 団体が設立されています。ま

た，日本語講座を主催している団体（国際交流協会や市町村を除く。）は，７市町に

16団体が所在しており，わずかずつ増加しているものの，全県下における設置には

至っていません。  

 

（3） 新たな在留管理制度，外国人住民の住民基本台帳制度 

    平成 24年７月から新たな在留管理制度，外国人住民の住民基本台帳制度がスター

トし，日本人と外国人で構成される世帯全員の住民票の写しが発行可能となりまし

た。また，転入先の市区町村窓口での住所変更の届出に伴い，国民健康保険，国民

年金，介護保険等の届出があったとみなされるなど，届出が簡素化しています。そ

の他，在留期間の上限が最長５年に延長されるようになりました。 

 

 

３ 外国人県民を取り巻く現状と課題                                     

（1） 外国人県民に対する理解の不足・認識の低さ 

【現状】 

多文化共生社会の実現のためには，地域を構成する県民一人一人が多文化共生の基本

理念を理解することが必要です。宮城県では，条例及び第１期計画に基づき，啓発事業

を行い，多文化共生の理念の啓発を図ってきました。 

しかしながら，身近なところで外国人県民に接する機会がない県民も多く，「多文化共

生」という言葉自体，県民の認知が広がっているとはいえない状況にあります。また，

市町村や県の行政機関においても，外国人県民を地域住民の一員としてとらえる認識が

まだ十分とはいえないという現状があります。 

これまで県が実施した県民意識調査においては，外国人よりも日本人を優先した支援

の要望や外国人が増えることによる治安の心配等の意見も寄せられています。一部の日

本人には，外国人県民に対する誤解や排他的な考え方があるとみられ，結婚や就職，地

域活動等，様々な場面において，外国人県民に対する理解が不足していること，その能

力が十分に生かされていないこと等が想定されます。また，国際情勢の悪化により，特

定の国籍の外国人への差別意識が生じることも懸念されます。 

一方，外国人県民の意識について見てみると，平成 24 年度に県が実施した外国人県

民アンケートにおいて，周囲からの差別，偏見等を感じる経験として，外国人というこ

とでの嫌な経験，つらい思いの経験の有無について，「よくある」が 7％，「時々ある」 
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が 32％，「過去に経験したが今はない」が 19％となっており，仕事中や各種手続の場面 

での経験が多くなっています。このほか，外国人県民にとって暮らしやすいまちになる

ための行政への希望事項（複数回答）として，23％の人が日本人住民の異文化理解を進

めることを選んでいます。 

また，日本人と特に交流したいとは思わない，近所付き合いについて不満を感じてい

る，日本人と外国人との相互理解が必要という意見も寄せられています。 

 

【課題】 

このようなことから，外国人県民と受け入れる地域住民の双方に対する多文化共生の

基本理念の更なる啓発が必要となっています。 

地域や職場，学校等での様々な機会を捉え，多文化共生の理念についての理解を深め

ていくような取組を進めるとともに，保健福祉，教育等，特に住民生活に直接関わる分

野の行政機関に対する啓発を強化していく必要があります。 

 

（2） 地域とのつながりの希薄さ 

【現状】 

 東日本大震災により，沿岸部の市町を中心に多くの住民が被災し，災害時，緊急時の

「自助」の重要性や，日常からの地域住民とのつながり，「共助」の重要性について改め

て見直されました。 

 発災後は，留学生や技能実習生を中心に帰国した外国人が多く見られました。一方，

地域に留まった日本人の配偶者やその他の外国人県民の中には，通訳や翻訳等多言語情

報の提供に協力したり，外国人コミュニティでの相互協力や地域のボランティアとして

被災者を支援する活動を行う姿も見られました。 

外国人県民アンケートの結果から地域との交流状況を見ると，回答者のうち，地域に

おいて何でも話し合える人がいると回答した割合は 21％であるのに対し，あいさつをす

る程度又は話をする人が全くいないと回答した割合は 36％となっており，地域住民との

交流が希薄となっている傾向が見られます。また，東日本大震災の際の津波の情報の入

手について見てみると，誰からも聞かなかったと回答した割合が 29％を占めています。

情報を入手した中では，家族や職場，学校，友人等，人を介して情報を入手した割合が

64％（複数回答）であるのに対し，テレビ，ラジオ等のメディアから情報を入手した割

合が 18％（同）と少なくなっています。身の安全を守るための情報源として，周囲の住

民が重要な役割を果たしています。 
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【課題】 

地域において安全安心に暮らしていくためには，日常から地域住民との交流を図り，

外国人県民も地域での「共助」の一員となることが望まれます。 

日常的な地域での交流や防災訓練，各種行事への参加促進を図るとともに，防災・防

犯に関する知識習得の機会をつくり，自助・共助の力を培っていくことが重要となって

います。また，地域の支援団体や外国人県民同士のつながりも重要であることから，地

域の日本語講座への参加による交流や外国人コミュニティでの交流の機会を推進する必

要があります。 

 

（3） コミュニケーションの困難さ 

【現状】 

外国人県民が生活する上で，各種の公共サービスを活用し，また，住民としての義務

を履行するためには，サービスや義務に関する情報を正確に理解することが必要です。

このため，日本語の読み書きが必要となる場面が多くなります。 

 外国人県民アンケートの結果では，日本の居住年数 20年以上の場合，漢字を不自由な

く読めると回答した割合が 60％でしたが，10 年以上 20 年未満，5 年以上 10 年未満，1

年以上 5年未満の場合，不自由なく読めると回答した割合は，いずれも 30％前後となっ

ており，漢字を読む能力は，話したり聞いたりする能力ほど日本での居住年数に直結し

ていないという傾向が見られました。 

 日本語の読み書きが十分でないと，行政機関や学校等からの配布物や，医療機関の書

類などが理解できず，生活上必要な情報の入手や住民としての義務の履行に支障が生じ

たり，また，災害時や緊急時等，生命や安全に関わる場面で困難に直面するということ

も考えられます。災害時には，被災後の支援に係る重要な生活情報の入手や諸手続等の

場面で十分な支援が受けられなくなるということも考えられます。 

 

【課題】 

 生活上必要な情報や災害時の情報について，多言語や，やさしい日本語（注 11）での

資料提供などを行うとともに，通訳活用の推進や，関係機関に対する多言語対応の啓発

が必要となります。また，災害時には，多言語による情報提供等のため，必要に応じ市

町村間や県域を越えた連携を図ることも重要になります。  

 

（4） 学習の機会の不足 

【現状】 

来日してから日の浅い外国人県民の多くは，大学や日本語学校のほか，ボランティア
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による日本語講座等で日本語の学習をしています。日本語講座は県内の国際交流協会や

ＮＰＯ等により開催されています。日本語講座が開設されている市町村は，35市町村の

うち 15市町であり，受講を希望していても居住地の近くに講座がないために遠方の講座

に通わざるを得ない人や交通手段がないために通うことができない人等もいます。 

日本語講座は，日本語を学ぶだけでなく，交流や情報交換を行い，日本の生活や文化

を学ぶ場となっており，防災に関する基礎知識を得る場としても重要です。 

 外国人県民アンケートの結果では，日本語学習の有無についての回答では，「現在学習

している」が 39％，「現在学習していないが，今後学習したい」が 28％となっています。

「今後学習したい」と回答した人の約 80％は「日本語が不自由なく話せる」又は「だい

たい話せる」人達となっており，日本語を話せる人達の中には，更に日本語を学びたい

という意識を持っている人達が多く見られます。また，日本語を学習していない理由に

ついては，回答者（複数回答）のうち「忙しくて勉強する時間がないから」が 55％と最

も多く，次いで「近くに学べる場所がない」が 31％，「学習場所についての情報がない」

が 25％となっています。また，県内の小・中学校には平成 24 年５月１日現在で 229 人

の外国籍の児童・生徒が在籍し，このうち，日本語指導が必要な外国人児童・生徒の受

入れは 37校 69人となっています。 

外国人児童・生徒を受け入れている学校に対しては，必要に応じて指導教員（非常勤

講師等）を配置し，外国人児童・生徒一人一人に応じた日本語指導の充実に努めていま

すが，日本語指導が必要な外国人児童・生徒は県内各地に在籍し，中国語，韓国語，タ

ガログ語等，多様な母国語への対応が必要となっています。 

 

【課題】 

このようなことから，外国人県民が，日本語や日本の生活習慣等について学習する機

会を確保していくことが求められています。 

日本語講座については、受講希望者が受講可能となるよう，講座開設数を増やしてい

くとともに，現在開設されている日本語講座の多くは基礎的な学習が多いことから，受

講希望者のニーズに即した多様な内容とすることが必要です。また，小・中学校におけ

る子どもの日本語指導においては，母国語の能力や日本語教育等に関し必要な条件を備

えた講師の任用や指導補助者の配置等の充実とともに，状況に応じ，児童・生徒の保護

者の支援についても配慮する必要があります。 

 

（5） 家族問題の増加・複雑化 

【現状】 

宮城県では，「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人が全ての市町村に



17 

 

居住しています。永住者の多くは，日本人の配偶者等から在留資格を変更したと推測さ

れます。国際結婚によりこれらの在留資格を持つ人は，日本人の男性と結婚した外国人

の女性というケースが多くを占めていますが，日本人の夫と外国人の妻という組み合わ

せの婚姻件数は，平成 16年の 469件をピークに減少し，平成 24年は 184件となってい

ます。日本人の夫と外国人の妻の離婚件数は平成 18年の 196件をピークに減少傾向にあ

り，平成 24年度は 126件となっています。 

外国人県民アンケートの結果では，子育てについて，回答者のうち 44％が何らかの悩

みを抱えており，「子育てに関する悩みについて相談相手がいない」と回答した割合は，

子どもと配偶者のみの世帯で 12％，その他の家族と同居している世帯で 8％となってい

るのに対し，ひとり親世帯では 30％と割合が大きくなっています。 

県では県国際化協会に委託し，みやぎ外国人相談センターを設置していますが，相談

内容は離婚やドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）（注 12）等の家庭生活に関するも

のが最も多く，30％近くを占めています。 

 

【課題】 

外国人県民の場合，在留資格や文化的背景の違いなどから，問題が複雑化しやすいと

いった課題があります。また，外国人県民本人が抱える悩みやストレスだけではなく，

外国人県民を迎えた家族にとっても，文化的背景の違いから家庭生活に困難を感じたり，

摩擦が生じたりすることがあります。 

さらに，将来帰国することを想定した場合など，子育て中の外国人県民にとっては，

子どもの母国語や母国文化の学習，維持も課題となります。 

 このような状況から，その家族全体に対する支援が必要となっており，行政機関，行

政書士，弁護士をはじめ多様な機関との連携や担当職員の技能向上を図ることで，より

的確，迅速に対応できる体制とするとともに，相談者がより相談しやすく，相談窓口を

身近に感じられるような対応を行うことが求められています。 

 

（6） 活躍の場の不足 

【現状】 

外国人県民の自立と社会活動への参加を実現する上で，就労は大きな要素となります。

外国人県民アンケートの結果では，外国人県民にとって暮らしやすいまちになるための

行政への希望項目（複数回答）として，「就職を支援すること」と回答とした人が最も多

く 42％となっています。 

外国人県民の就労については，「教育」，「技術」等のように活動の内容が限定されてい

る在留資格のほか，「永住者」や「日本人の配偶者等」のように活動に制限がなく就労す
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ることのできる在留資格もありますが，県内の多くの事業所では外国人県民の雇用の経

験がなく，そのため多文化共生の理念についての認識が不足していることで差別，偏見

の意識を持つことも考えられます。また，雇用する上では，多くの事業所で日本語能力

や日本の商習慣，企業風土に対する理解を求めているため，日本語の理解が不十分な外

国人は就労が困難となることもあります。 

ハローワークにおける永住者の求職者の就職率（新規求職受理件数に対する就職件数）

は，東日本大震災前は 20％前後で推移しており就職は厳しいものとなっていましたが，

震災後は，いわゆる復興需要に伴う求人数の増加などにより，平成 23 年度が 33％，平

成 24 年度が 39％と上昇しています。なお，今後復興需要が一段落した後は，求人数が

減少することが予想され，外国人の就労が厳しくなることも考えられます。また，就職

以外の地域との関わりについての外国人県民アンケートの結果では，行政への希望項目

（複数回答）のなかで，「日本人と交流する機会を増やすこと」が 25％と 3 番目に多い

回答となっています。このほか，実際に地域との交流や地域活動に参加していると回答

した人は 10％前後でしたが，今後参加してみたいとの意向が 40％程度の人達に見られる

とともに，日本人との交流の希望について，日本の文化，習慣を学びたい，地域の行事

にもっと参加したいという意向も 40％程度の人達に見られました。 

 

【課題】 

外国人県民の自立と社会参加を実現するためには，就労の面においては，事業者等に

対する外国人県民への差別，偏見の撤廃による雇用促進に向けた啓発や，外国人県民へ

の就職，起業に関する情報提供等の就業支援のほか，外国人県民が就労可能な日本語能

力を身に付けていくことも必要となります。 

このほか留学生，高度な専門知識や技術，ノウハウを持つ外国人，いわゆる高度人材

外国人の企業への受入，活用についてもその動きを注視し，対応を検討していく必要が

あります。 

また，地域との関わりにおいては，東日本大震災の発生後は，外国人県民も同じ地域

の一員として地域とのつながりを持つことの重要性が改めて見直されています。このこ

とから，防災に関する行事など様々な交流の機会への参加，地域の外国人県民のコミュ

ニティリーダー（注 13）の育成等により，地域に活躍の場を広げることを促進していく

ことが重要となります。さらに，外国人県民も日本人と同様に地域住民の一員であるこ

とを踏まえ，行政が住民参画の機会に，外国人県民の人材活用を進めていくことも必要

です。人材の活用については，永住者など長い期間県内に居住する外国人はもちろん，

留学生やその他の在留資格を持つ外国人県民についても，地域づくりや多文化共生の担

い手として活躍することが求められます。 
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なお，外国人県民の年齢構成について，現在の年齢構成を移行して試算する場合，５

年後には 60代以上が 800人程度増加すると見込まれます。今後は，高年齢化に対応した

社会福祉施策によるサポートの充実や就労以外の交流の場，社会活動の場の提供等，地

域での生活の充実を図るための支援が求められます。  

 

（7） 外国人県民の急増への備え  

【現状】 

東日本大震災の発生後，県内の在留外国人は留学生や技能実習生を中心に約 2,000 人

減少しましたが，平成 24年には技能実習制度活用の事業所の増加，留学生の増加等によ

り微増しています。 

今後は，経済のグローバル化の進展や海外企業の進出等に伴い，外国人労働者の増加

や製造業の集積によって日系定住外国人等の労働者の集住が急激に進む可能性も考えら

れます。さらに，岩手・宮城にまたがる北上山地が，超大型加速器「国際リニアコライ

ダー（ＩＬＣ）」の国内誘致候補地（平成 25 年８月時点。研究者組織ＩＬＣ戦略会議に

よる選定）になるなど，今後多数の外国人研究者等の居住の可能性も生じています。 

なお，県内では，これまで黒川郡大和町が製造工場の進出に伴う外国人登録者数の急

増と急減を経験しています。平成 14 年末の時点で，黒川郡大和町における外国人登録

者数（県経済商工観光部国際政策課調べ）は 556 人でしたが，１年後の平成 15 年末に

は 1,041 人に急増し，町内の総人口に対する外国人登録者の割合は４％を超えました。

外国人登録者の多くは，「定住者」（注 14）の在留資格で来日した日系定住外国人で町内

の製造業に勤務していました。その後当該工場の撤退に伴い減少し，平成 24年末の時点

の大和町の在留外国人（法務省在留外国人統計）は 99 人で，町内人口に占める割合は

0.4％に減少しています。 

 

【課題】 

外国人県民の急増に対応するためには，関係機関が連携・協働し，速やかに対応する

体制を整えておく必要があります。また，生活適応のために，多言語情報の提供，日本

語学習，相談対応等の支援やコミュニティリーダーの育成，関係機関のネットワーク構

築等，地域の状況に応じた環境の整備が必要となります。 

このほか，地域における恒常的な多文化共生の基本理念の啓発も重要です。 

 

 

以上のような現状と課題から，次のとおり「施策の方向性」と「事業の取組方針」を

設定します。 
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現状と課題 施策の方向性 
事業の 

取組方針 

外国人県民に対する理解の不

足・認識の低さ 

 

多文化共生の理念の啓発が必要 

基本理念の啓発による多文化共

生の基盤づくりを行う 

 

＜意識の壁の解消＞ 

地域社会への基本

理念の啓発 

地域とのつながりの希薄さ 

 

地域住民との交流の促進が必要 

外国人県民と地域住民との連携

の推進を図る 

 

＜意識の壁の解消＞ 

地域とのつながり

の推進 

コミュニケーションの困難さ 

 

多言語による情報提供が必要 

情報面から外国人県民の生活の

安全安心を確保する 

 

＜言葉の壁の解消＞ 

多言語化支援 

学習の機会の不足 

 

日本語や日本の生活に関する学

習の機会の確保が必要 

外国人県民の社会への適応力 

向上を促進する 

 

＜言葉の壁の解消＞ 

外国人県民への学

習支援 

家族問題の増加・複雑化 

 

外国人県民の家族全体への支援

が必要 

外国人県民とその家族（多文化家

族）の家庭生活の質の向上を促進

する 

 

＜生活の壁の解消＞ 

家族サポート 

活躍の場の不足 

 

就労支援，人材活用，地域活動

への参加促進が必要 

外国人県民の能力の発揮と社会

活動への参加を促進する 

 

＜生活の壁の解消＞ 

活躍に向けた支援 

外国人県民の急増 

 

関係機関連携による速やかな支

援，地域への啓発と外国人県民

の地域社会への適応促進が必要 

外国人県民と共生する体制を 

構築する 

 

＜将来の課題への対応＞ 

外国人増加への対

応 
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第４ 施策の方向性と事業の取組方針                

 

１ 地域社会への基本理念の啓発                      

◆多文化共生施策の方向性：基本理念の啓発による多文化共生社会の基盤づくり 

◆事業の取組方針：意識の壁の解消に向けた地域社会への基本理念の啓発 

 

 多文化共生社会の基盤づくりのためには基本理念の啓発が不可欠であることから，広

く県民を対象とした啓発を行い，多文化共生への理解と協力を推進します。 

 特に，地域や職場，学校等，様々な場面での啓発を行い，多文化共生社会の基本理念

の浸透を図るとともに，外国人県民の生活に関わる行政機関に対する啓発も強化してい

きます。 

 こうした取組によって，「意識の壁」の解消を図り，多文化共生社会に向けた基盤をつ

くります。 

 

《具体的な取組内容》 

県民に対する啓発 ✽シンポジウムや交流イベント等を通して，県民全体が多文化共生の

基本理念に基づいた地域づくりに取り組むよう推進します。 

✽町内会，自治会等の地域住民による組織や民生委員等の地域住民の

支援者と連携を図り，地域における基本理念の啓発を行います。 

教育機関における

啓発 

✽学校での児童・生徒に対する国際理解教育や人権教育を通して，異

文化理解や地域に住む外国人県民との共生，人権の尊重に関する意

識の醸成を図ります。 

事業者に対する 

啓発 

✽外国人県民の働く場や研修の場を提供する事業者，サービスを提供

する事業者が多文化共生の基本理念を理解し，多文化共生の地域づ

くりにおいて事業者としての役割を果たすよう啓発します。 

市町村に対する 

啓発 
✽市町村における多文化共生施策を促進するための研修等を行いま

す。 

✽多文化共生担当部署のほか，保健福祉，教育等，住民生活に関わる

部署における多文化共生の意識向上を図ります。 

多文化家族（注 15）

に対する啓発 

✽国際結婚などで外国人県民を迎えた家族（以下「多文化家族」とし

ます。）における多文化共生を推進するため，基本理念の啓発を行

います。 

推進体制の整備  ✽県，市町村，関係機関が協働して多文化共生を推進するための体制

と，行政機関内部において多文化共生施策を効果的に実施していく

ための体制を整備します。 
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《取組に向けた主な役割分担》 

市町村 ✽地域における多文化共生の基本理念の啓発を行います。啓発に当た

っては，町内会，自治会等の地域住民による組織や民生委員等，地

域住民の支援者と連携を図ります。 

✽学校での児童・生徒に対する国際理解教育や人権教育を通して，異

文化理解や地域に住む外国人県民との共生，人権の尊重に関する意

識の醸成を図ります。 

✽保健福祉，教育等，住民生活に関わる部署での多文化共生の意識向

上を図ります。 

✽外国人県民のニーズを把握し，関係機関と連携・協働し，多文化共

生施策を実施します。 

宮城県 ✽県民，事業者，市町村等に対し，多文化共生の基本理念についての

啓発を行います。 

✽学校での児童・生徒に対する国際理解教育や人権教育を通して，異

文化理解や地域に住む外国人県民との共生，人権の尊重に関する意

識の醸成を図り，また，市町村が行う取組を支援します。 

✽保健福祉，医療，教育等，住民生活に関わる部署での多文化共生の

意識向上を図ります。 

✽行政機関，事業者，関係機関が協働して多文化共生の地域づくりに

取り組むための推進体制を整備します。 

✽全県的，広域的な課題に取り組むとともに，市町村間連携による取

組を推進します。 

(公財)宮城県国際

化協会 

✽県民，行政機関，関係機関に対する多文化共生の基本理念の啓発を

行い，また，県や市町村が行う取組に協力します。 

✽行政機関，事業者，関係機関と協働して多文化共生を推進するとと

もに，これらの機関の取組を支援します。 

市町村国際交流協

会・ＮＰＯ 

✽多文化共生の基本理念を理解し，多文化共生施策の地域における実

践者として，県民に対し多文化共生の基本理念を啓発します。また，

市町村や他の機関が行う取組に協力します。 

事業者 ✽多文化共生の基本理念を理解し，雇用や事業活動における差別的な

取扱いの解消や外国人県民に配慮した取組，外国人県民の人材活用

を推進します。 

 

 

《施策の評価指標》 

項 目 平成 25年度 平成 30年度 

多文化共生啓発事業等を実

施している市町村数 
2市町村 35市町村 
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２ 外国人県民と地域住民との連携の推進                   

◆多文化共生施策の方向性：外国人県民と地域住民との連携の推進 

◆事業の取組方針：意識の壁の解消に向けた外国人県民と地域とのつながりの推進 

 

外国人県民と地域とのつながりとして，日常的な交流を行うことが社会参画や災害時，

緊急時の自助・共助のために大変重要となります。 

外国人県民の地域住民との日常的な交流や，防災訓練への参加を促進するとともに，

自助・共助の力を身に付けるための防災知識や防犯知識の醸成を図ります。 

こうした取組によって「意識の壁」の解消を図り，外国人県民と地域住民の連携を推

進します。 

 

《具体的な取組内容》 

地域住民との交流

の促進 

✽町内会，自治会や市町村が実施する各種行事への参加を促進しま

す。 

防災訓練への参加

促進 

✽町内会，自治会や市町村が実施する防災訓練への参加を促進しま

す。 

防災・防犯に関する

啓発 

✽自助・共助の力を身に付けるための防災知識や防犯知識の醸成を図

ります。 

 

《取組に向けた主な役割分担》 

市町村 ✽町内会，自治会や市町村が主催する各種行事や防災訓練，防災・防

犯講座等の実施について，外国人県民へ周知し参加を促します。 

✽町内会，自治会や地域住民に対し，各種行事や防災訓練等への外国

人県民の参加呼びかけを促します。 

✽外国人県民に対応した防災訓練，防災・防犯講座等を実施します。 

✽地域住民と外国人県民との交流の機会を創出します。 

宮城県 ✽市町村や町内会，自治会，民生委員等の地域住民に対し，外国人県

民に対する理解促進，交流についての協力を促します。 

✽町内会，自治会や市町村が主催する各種行事，防災訓練，防災・防

犯講座等への外国人県民の参加事例を広く周知します。 

✽外国人県民に対応した防災訓練，防災・防犯講座等の実施を支援し

ます。 
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(公財)宮城県国際

化協会 

✽市町村や町内会，自治会，民生委員等の地域住民に対し，外国人県

民に対する理解促進，交流についての協力を促します。 

✽外国人県民に対応した防災訓練，防災・防犯講座等の実施を支援し

ます。 

市町村国際交流協

会・ＮＰＯ 

✽市町村や町内会，自治会と連携し，取組に協力します。 

県民(町内会，自治

会，地域住民) 

✽多文化共生の理念を踏まえた行事の企画，実施や外国人県民に対す

る参加呼びかけを行います。 

 

 

《施策の評価指標》 

項 目 平成 25年度 平成 30年度 

多文化共生に関する説明会

等に参加した県民の数 

（のべ人数） 

－ 750人 
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３ 情報面からの生活の安全安心の確保                   

◆多文化共生施策の方向性：情報面からの外国人県民の生活の安全安心の確保 

◆事業の取組方針：言葉の壁の解消に向けた多言語化支援 

 

多言語化支援として，災害時や日常生活において必要な情報を多言語や，やさしい日

本語により提供することは，安全安心な生活を行う上で重要です。これらの重要性につ

いて，行政機関や関係機関への意識啓発を行い，多言語化や，やさしい日本語による情

報提供を推進します。また，災害時にも外国人県民の安全安心の確保ができるよう，市

町村間や県域を越えた地域間連携による多言語化体制の構築を目指します。  

こうした取組によって，「言葉の壁」の解消を図り，情報面から外国人県民の生活の安

全安心を確保します。 

 

《具体的な取組内容》 

県，市町村その他の公

共機関における情報

の多言語化の推進 

✽県，市町村その他の公共機関において，多言語や，やさしい日

本語による情報配信や対応を推進します。 

災害時等における多言

語情報の提供 

✽災害発生時や緊急時の情報，防犯に関する情報など安全安心に

関する情報について，多言語や，やさしい日本語による提供を

推進します。 

医療機関における情報

の多言語化の推進 

✽医療機関での多言語問診票の利用や，医療通訳ボランティアの

活用等，受診時の多言語対応を推進します。 

保健福祉分野の情報の

多言語化の推進 

✽出産，子育て，福祉に関する相談対応時の通訳ボランティアの

活用や資料の多言語化等，対応の向上を推進します。 

通訳活用等による多言

語対応の推進 

✽行政機関や医療機関の利用時や災害時に対応する通訳ボラン

ティアの体制整備を行い，多言語対応を推進します。 

地域間連携による多言

語化の推進 

✽災害時において，市町村間や県域を越えた連携による多言語化

体制の構築を目指します。  
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《取組に向けた主な役割分担》 

市町村 ✽生活情報，保健福祉関連情報，災害時等の情報提供や相談対応における

多言語や，やさしい日本語による対応や通訳の活用を推進します。 

✽災害時には，状況に応じ他の市町村との連携による情報の多言語化を図

ります。 

宮城県 ✽生活情報，保健福祉関連情報，災害時等の情報提供や相談対応における

多言語や，やさしい日本語による対応を推進し，支援します。 

✽保健福祉等の行政機関，医療機関等における通訳の活用を推進します。 

✽医療機関，公共機関における情報の多言語化等の推進について啓発し，

支援します。 

✽災害時において，市町村間や県域を越えた連携による多言語化体制の整

備を行います。 

✽全県共通に提供する情報の多言語化，やさしい日本語化を推進します。 

(公財)宮城県国

際化協会 

✽生活情報，保健福祉関連情報，災害時等の情報提供や相談対応における

多言語や，やさしい日本語による対応や通訳の活用を推進します。 

✽通訳ボランティアを育成し，行政機関その他の公共機関からの要請に応

じて紹介します。 

✽行政機関が情報の多言語化を行う際の翻訳人材を紹介します。 

✽災害時において，市町村間や県域を越えた国際交流協会間の広域連携に

よる多言語化の体制を構築，強化します。 

市町村国際交流

協会・ＮＰＯ 

✽市町村と連携し，地域の生活情報の多言語化，やさしい日本語化を推進

します。 

✽通訳ボランティアの育成，地域における通訳体制の整備を支援します。 

✽市町村と連携し，災害時の他の市町村との連携による情報の多言語化を

推進します。 

事業者 ✽公共性の高い事業活動を行う事業者においては，利用客に向けた情報の

多言語化，やさしい日本語化を推進します。 

 

 

《施策の評価指標》 

項 目 平成 25年度 平成 30年度 

多言語による生活情報の提供

を実施している市町村数 
9市町村 16市町村 
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４ 地域社会への適応力向上                         

◆多文化共生施策の方向性：外国人県民の地域社会への適応力向上の促進 

◆事業の取組方針：言葉の壁の解消に向けた外国人県民への学習支援 

 

外国人県民に対する学習支援として，日本語講座は重要なものとなっています。また，

日本語講座は，日本語の習得のみならず，交流や情報交換を行い日本の生活や文化を学

ぶ場ともなっており，東日本大震災では，被災した外国人のサポートを行う拠点となり

ました。こうした経験から，日本語講座は災害時には外国人県民を支援する機能も期待

されるため，各地域での開設を進めます。さらに，就労に向けた日本語習得など，学習

者のニーズに応じた多様な内容となるよう日本語講座の充実を図ります。 

学校においては，外国人児童・生徒の日本語教育について個人の状況に応じた適切な

日本語学習指導を行うとともに，保護者に対する生活や教育に関する相談対応等の支援

についても配慮します。また，外国人県民が日本での生活を始めるに当たって，日本の

生活習慣や地域での生活上のルールに関する説明（以下「生活オリエンテーション」と

します。）の実施を推進することにより日本の生活習慣等を学ぶ機会を設けます。 

こうした取組によって，言葉の壁の解消を図り，外国人県民の地域社会への適応力の

向上を促進します。 

 

《具体的な取組内容》 

日本語講座の充実 ✽日本語講座のない地域における講座の新設，既設の講座の内容の充実

を図ります。 

学校における外国

人児童・生徒の日本

語教育推進等 

✽地域の小・中学校に通う外国人の児童・生徒が，日本語を学び学校に

適応できるよう小・中学校における日本語指導の充実を図ります。 

✽外国人児童・生徒の保護者に対する支援（生活や教育に関する相談対

応等）についても配慮し，関係機関との連携の上対応します。 

生活オリエンテー

ションの推進 

✽住民登録を行う市町村において，外国人県民に対する生活オリエンテ

ーションの実施を推進します。 

 

 

 

 



28 

 

《取組に向けた主な役割分担》 

市町村 ✽市町村国際交流協会，ＮＰＯ等と連携し，日本語講座を開設します。

また，既に実施している講座への支援・充実を図ります。 

✽外国人児童・生徒が通学する小・中学校における日本語指導の充実

や必要に応じた保護者に対する支援を行います。 

✽外国人県民に対する生活オリエンテーションを実施します。 

宮城県 ✽日本語講座のない地域での講座の開設や既設の講座の充実を促進

します。 

✽外国人児童・生徒が通学する小・中学校における日本語指導の充実

や必要に応じた保護者に対する支援を促進します。 

✽地域における生活オリエンテーションの実施を促進します。 

(公財)宮城県国際

化協会 

✽日本語講座を開催します。 

✽地域の日本語講座の充実に向け，講師やボランティアの育成，教材

の充実等を図ります。 

✽小・中学校が行う外国人児童・生徒への日本語指導，必要に応じた

保護者に対する支援に協力します。 

✽地域における生活オリエンテーションに協力します。 

市町村国際交流協

会・ＮＰＯ 

✽地域における日本語講座を開催し，また，市町村が開催する日本語

講座を支援します。 

✽市町村と協力して外国人県民の日本語，日本の生活習慣等の学習を

支援します。 

✽小・中学校が行う外国人児童・生徒への日本語指導に協力します。 

事業者 ✽雇用する外国人県民とその家族の日本語，日本の生活習慣等の学習

を支援します。 

 

 

《施策の評価指標》 

項 目 平成 25年度 平成 30年度 

日本語講座開設数 28講座 32講座 
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５ 家庭生活の質の向上                           

◆多文化共生施策の方向性：外国人県民とその家族の家庭生活の質の向上の促進 

◆事業の取組方針：生活の壁の解消に向けた家族サポート 

 

外国人県民やその家族に対するサポートとして，みやぎ外国人相談センターや行政，

国際交流協会等の相談機関において，的確，迅速な対応が可能となるよう相談体制の強

化を図るとともに，相談者がより相談しやすく，相談窓口を身近に感じられるような対

応を行います。また，出産，子育てに対する支援や，ひとり親世帯に対する支援を充実

します。さらに，外国人県民の母国語・母国文化の教育について，実施団体や関係機関

との情報交換・共有等により，外国人県民の子どもが帰国後に母国に適応できるよう支

援します。 

こうした取組によって，生活の壁を解消し，外国人県民とその家族の家庭生活の質の

向上を促進します。 

 

《具体的な取組内容》 

多文化家族からの

相談への対応力の

向上・相談体制の

強化 

✽外国人県民やその家族からの相談対応において，みやぎ外国人相談

センターや県，市町村の各担当部署，行政書士等の関係機関の連携

により支援体制を強化します。 

✽相談対応者が外国人県民からの相談に関する理解を深め，的確，迅

速な対応や相談者が相談しやすい対応を行うため，相談技術の向上

など相談への対応力向上を図ります。 

✽行政の相談窓口の開設，相談対応の充実を図ります。 

外国人県民の子育

て支援 

✽出産，子育てに関する悩みやひとり親世帯での悩みの解決のため，

関係機関が連携し，的確な支援を行います。 

母国語・母国文化の

学習の支援 

✽実施団体と関係機関相互の情報交換・共有等により，外国人県民の

子どもの母国語・母国文化の学習に関する必要な支援を行います。 
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《取組に向けた主な役割分担》 

市町村 ✽住民からの相談に対応する部署において，相談技術の向上など相談

への対応力向上を図るとともに，外国人県民の専門相談窓口を設置

します。 

✽出産，子育てに関する悩みやひとり親世帯での悩みを解決するた

め，関係部署や関係機関の連携により，必要な情報の提供，迅速な

対応を図ります。 

宮城県 

 

 

✽外国人県民の相談窓口を設置するとともに，相談対応の充実を図り

ます。 

✽相談技術の向上など相談への対応力向上を図るため，相談窓口や保

健福祉，教育等の担当職員の研修会を開催します。 

✽市町村等の子育て支援の取組を支援します。 

✽母国語・母国文化教育について，関係機関相互の情報交換・共有等

により，外国人県民の子どもの学習に関する必要な支援を行いま

す。 

(公財)宮城県国際

化協会 

✽県，市町村，関係機関への専門的な助言を行い，相談体制の整備や

強化を図ります。 

✽相談窓口の設置や相談への対応力向上を支援します。 

✽市町村等が行う子育て支援等の取組を支援します。 

✽母国語・母国文化教育に関する取組に協力します。 

市町村国際交流協

会・ＮＰＯ 

✽外国人県民や多文化家族からの相談に対応するとともに，他の機関

が行う相談対応を支援します。 

✽地域における子育て支援等の取組を実施し，また，他の機関が行う

取組に協力します。 

✽母国語・母国文化教育について，関係機関相互の情報交換・共有を

行うとともに，希望者への学習機会・情報の提供を行います。 

 

 

《施策の評価指標》 

項 目 平成 25年度 平成 30年度 

外国人相談対応の体制を整

備している市町村数 
5市町村 9市町村 
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６ 能力発揮の促進                             

◆多文化共生施策の方向性：外国人県民の能力発揮の促進 

◆事業の取組方針：生活の壁の解消に向けた活躍の支援 

 

外国人県民の活躍の支援として，就業支援や行政への住民参画機会の提供を行うとと

もに，地域活動への参加，交流や外国人県民のコミュニティリーダーの育成を図ること

により，外国人県民の社会参画，人材活用を促進します。 

今後は，外国人県民の高年齢化に伴い，社会福祉施策によるサポートの充実や，就労

以外の社会活動，交流の場の提供等，地域での生活の充実を図っていくことが求められ

ます。 

こうした取組によって，「生活の壁」を解消し，外国人県民の能力の発揮を促進します。 

 

《具体的な取組内容》 

就業の支援 ✽事業者に対し，外国人県民の雇用に関する情報提供や雇用促進に向け

た啓発を行います。 

✽外国人県民に対し，就職支援や起業相談等に関する情報など就労定着

のための情報提供を行います。 

行政への住民参

画の機会等での

人材活用の推進 

✽県，市町村が施策における住民参画（パブリックインボルブメント）

の機会を設ける際や地域において外国人県民の支援，国際交流の取組

を行う際に，外国人県民も日本人と同様に地域住民の一員であること

を踏まえ，外国人県民の人材活用を推進します。 

地域活動への参

加促進 

✽地域活動への参加，地域住民との交流を促進するとともに，コミュニテ

ィリーダーの育成等を行うことにより，外国人県民が，地域の一員とし

て活力ある地域づくりに貢献する活躍の場を広げます。 

 

《取組に向けた主な役割分担》 

市町村 ✽地域内の事業者に対し，雇用促進に向けた啓発を行います。 

✽県が就職支援や起業相談等に関する情報を外国人県民に提供する際に

協力します。 

 



32 

 

✽住民参画（パブリックインボルブメント）の機会に，外国人県民の人

材活用を推進します。 

✽外国人県民の地域活動への参加，地域住民との交流やコミュニティリ

ーダーの育成等を行うことにより，地域での活躍を促進します。 

宮城県 

 

 

✽雇用の促進に向けた事業者への啓発を行います。 

✽市町村や関係機関を通じ，就職支援や起業相談等に関する情報の提供

を行います。 

✽企業における留学生や高度人材外国人の受入，活用について注視し，

対応を検討します。 

✽住民参画（パブリックインボルブメント）の機会に外国人県民の人材

活用を推進し，市町村や関係機関に対しても人材活用を働きかけます。 

✽市町村における外国人県民の地域住民との交流，地域活動への参加，

コミュニティリーダーの育成を支援します。 

(公財)宮城県国

際化協会 

✽県が就職支援や起業相談等に関する情報を外国人県民に提供する際に

協力します。 

✽事業活動において，外国人県民の人材活用を進め，コミュニティリー

ダーを育成します。 

✽市町村が行う地域住民との交流，地域活動への参加促進に協力します。 

市町村国際交流

協会・ＮＰＯ 

✽県が就職支援や起業相談等に関する情報を外国人県民に提供する際に

協力します。 

✽事業活動において，外国人県民の人材活用を進め，市町村とともにコ

ミュニティリーダーの育成を行います。 

✽市町村が行う地域住民との交流，地域活動への参加促進に協力します。 

事業者 ✽雇用における外国人県民に対する不当な扱いを排除し，外国人県民の

活躍の機会を拡大します。 

✽インターンシップの受入れ等により，外国人県民の就職を支援します。 

 

 

《施策の評価指標》 

項 目 平成 25年度 平成 30年度 

技能実習を除く外国人雇

用者数 
3,212人 3,900人 
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７ 共生する体制の構築                           

◆多文化共生施策の方向性：外国人県民と共生する体制の構築 

◆事業の取組方針：将来の課題としての外国人増加への対応 

 

東日本大震災の発生後，県内の外国人県民は留学生や技能実習生を中心に約 2,000 人

減少しましたが，技能実習制度を活用する事業所の増加，留学生の増加等により微増傾

向にあります。 

今後は，経済のグローバル化や海外企業の進出等に伴い，県内の外国人労働者が増加

し，また，製造業の集積によって日系定住外国人等の労働者の集住が急激に進む可能性

が考えられます。 

これに対応するためには，関係機関が連携・協働し，速やかに対応する体制を整えて

おく必要があります。多言語情報の提供，日本語学習，相談対応等の支援やコミュニテ

ィリーダーの育成，関係機関のネットワーク構築等，地域の状況に応じた環境の整備が

必要となります。また，恒常的な地域における多文化共生の基本理念の啓発も重要とな

ります。 

こうした取組によって，外国人県民と共生する体制を構築します。 

 

《具体的な取組内容》 

行政，事業者，関

係機関の連携・協

働による支援・啓

発 

✽行政機関，事業者，関係機関が連携・協働して，多言語情報の提供，

日本語学習等の生活環境への適応支援を迅速かつ的確に行うとと

もに，支援のためのネットワークを構築します。 

✽行政機関，事業者，関係機関が連携・協働して，地域における基本

理念の啓発を行います。 

多様な外国人県民

に対応する環境の

整備 

✽生活環境への対応に関し，多言語情報の提供，日本語学習，相談対

応の充実や，外国人県民のコミュニティリーダーの育成等，地域の

状況に応じた支援と環境整備を行います。 

 

《取組に向けた主な役割分担》 

市町村 ✽関係機関と連携し，外国人県民に対し，多言語情報の提供，日本

語学習の支援，相談対応等，地域への適応を支援します。 
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✽地域への適応支援のための関係機関のネットワークを構築しま

す。 

✽町内会，自治会等地域住民による組織と連携し，基本理念の啓発

を行います。 

✽外国人県民のコミュニティリーダーの育成を行います。 

宮城県 

 

 

✽関係機関と連携し，外国人県民の支援と地域における基本理念の

啓発を行います。 

✽市町村や関係機関が行うコミュニティリーダーの育成，啓発事業

等の取組を支援します。 

✽全国的な動向に関する情報を収集し，連携の調整を図ります。 

(公財)宮城県国際

化協会 
✽関係機関と連携し，外国人県民の支援と地域における基本理念の

啓発を行います。 

✽外国人県民のコミュニティリーダーの育成を行います。 

✽県や市町村，関係機関が行う取組に協力します。 

市町村国際交流協

会・ＮＰＯ 
✽市町村や関係機関と連携し，外国人県民の支援と地域における基

本理念の啓発を行います。 

✽市町村，関係機関が行う取組に協力します。 

事業者 ✽雇用主として，就労する外国人県民の生活を支援します。 

✽市町村，関係機関が行う取組に協力します。 
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第５ 計画推進のために                     

 

１ 計画の進行管理                               

 

多文化共生施策の取組については，施策ごとに定めた評価指標により評価します。ま

た，県は，本計画の適切な進行管理を行い，県が実施した取組について毎年度県議会に

報告します。 

本計画の対象期間は５年間ですが，この間に社会経済情勢が著しく変化した場合は，

これに柔軟に対処し，必要に応じて本計画の点検，見直しを行います。 

 

 

２ 関係機関の役割                             

 

(1) 多文化共生の推進に向けた役割分担 

多文化共生を推進するためには，県民，市町村，県，県国際化協会その他の関係機

関が適切に役割分担し，連携・協働していくことが必要となります。主な役割は以下

のとおりです。 

① 県民の役割 

国籍，民族等の違いにかかわらず，全ての県民が多文化共生の基本理念を理解し，

地域社会や職場，学校，家庭などのあらゆる分野において多文化共生を推進するよ

う努めます。また，行政機関，国際交流協会，ＮＰＯ等が行う多文化共生に向けた

取組に積極的に参加します。 

 

② 市町村の役割 

市町村は，外国人県民に最も身近な行政機関として，生活情報の適切な提供や，

日本語，日本の生活習慣等に関する学習の支援など生活に密着した支援を行います。

また，地域における多文化共生の基本理念の啓発を行うとともに，地域内の関係機

関と連携した取組や外国人県民の人材育成・活用を行います。 

 

③ 県の役割 

県は，市町村を包括する広域の地方自治体として，全県的な基本理念の啓発や全

県的な情報提供，広域的な課題への対応，先進分野に関する取組等，市町村による

実施が難しい分野の取組を行います。また，市町村と関係機関による多文化共生の
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取組の促進・支援を行い，関係機関と連携して県全体の多文化共生を推進するため

の体制を整備します。 

 

④ 県国際化協会の役割 

県国際化協会は，これまでの多文化共生の推進に関する活動実績を踏まえ，取組

を継続するとともに，県，市町村，関係機関が行う多文化共生の取組に関し，専門

的，技術的な支援や多文化共生の推進を担う人材の育成，先進分野への取組等を行

います。 

 

⑤ 市町村国際交流協会・ＮＰＯの役割 

市町村の国際交流協会，地域の民間団体，ＮＰＯ等は，これまでの活動実績を生

かし，市町村，関係機関と連携しながら多文化共生の推進に向けた取組を進めます。 

既に多文化共生の推進に向けた取組を積極的に行っている機関は，取組を継続す

るとともに，多文化共生の推進を担う人材の育成，先進分野への取組，市町村や関

係機関との連携・協働を積極的に進めます。 

 

⑥ 教育機関の役割 

学校教育，社会教育においては，学校に在籍する外国人児童・生徒に対する指導

の充実を図るとともに，多文化共生についての意識の向上と多文化共生の推進を担

う人材の育成を推進し，地域の関係機関とも連携して取組の充実を図ります。 

 

⑦ 事業者の役割 

事業者は，多文化共生社会の形成において重要な役割を担うことから，多文化共

生の基本理念を理解し，各々の事業活動において多文化共生を推進するための取組

を行うとともに，県や市町村が実施する施策への協力を図ります。 

 

(2) 多文化共生の推進に向けた行政機関の連携・協働の強化 

  ① 行政機関内部の連携 

県や市町村での多文化共生のための施策は，多文化共生担当部署が中心となって

取り組みますが，多岐にわたる課題の解決のため，その他の部署が主体的に行う取

組や相互の連携・協働による取組を強化します。 
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  ② 行政機関相互の連携 

外国人県民の置かれている状況やニーズは地域により様々ですが，市町村におけ

る共通課題の解決に当たっては，近隣の市町村との連携した取組を行います。 

また，多文化共生施策のより効果的な取組を行うため，県と市町村において，保

健福祉，教育等の関連部署の相互の連携・協働を強化します。 

 

(3) 地域におけるコーディネートの重要性 

多文化共生を推進するためには，外国人県民が持つニーズや地域が抱える課題等を

収集する一方で，地域が持つ社会資源（注16）を把握し，ニーズ，課題に即した取組

を行うという一連の流れをコーディネート（注17）することが必要です。 

地域が抱える課題や生活に密着した分野については，外国人県民に最も身近な行政

機関である市町村がコーディネートを行い，また，全県的な課題，先進的な取組，広

域的な連携や他分野との連携による取組が求められる課題については，県がコーディ

ネートを行います。 

多文化共生のコーディネートについては，県や市町村が単独で行うことには限界が

あることから，行政機関相互の連携・協働のほか，外国人県民を含む県民や県国際化

協会をはじめとした関係機関とのネットワークを構築し対応していくことが重要で

す。 

なお，ニーズ，課題に即した社会資源などがない場合は，新たに創出することも求

められ，取組の実施後は，ニーズ，課題が解消したかをチェックすることも必要とな

ります。 

 

(4) 多文化共生における関係機関の役割分担とネットワーク等 

① 関係機関の役割分担とネットワーク 

     多文化共生を推進していくために，第１期の計画に基づき，関係機関の連携の強

化とともに外国人県民との協働の関係を構築することを目標に取り組みましたが，

県民への多文化共生社会に関する理解についての広がりが不十分であり，更に東日

本大震災の発生により，当該計画の進展に大きな影響を及ぼしました。 

このため，現在においても，各関係機関からの外国人県民への支援は行われてい

るものの，連携の環は依然として細く，県国際化協会が支援と協働の中心となり，

一部の地域の市町村国際交流協会，ＮＰＯが地域の実情に即して市町村の活動を支

援している状況にあります。 

       本計画の対象期間である５年間においては，現在よりも各関係機関の連携の強化
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を図り，市町村は，住民施策として多文化共生に向けた取組を行う主体者としての

体制整備を図るとともに，市町村国際交流協会，ＮＰＯと連携して住民施策を推進

します。また，県と県国際化協会は，全県的な基本理念の啓発を図るとともに，連

携しつつ市町村の住民施策の推進を支援しながら，専門性，先進性，広域性が求め

られる分野での取組を主体的に行います。 

将来的には，各関係機関の連携が一層強化され，行政機関，市町村国際交流協会，

ＮＰＯが支援，協働の担い手としてそれぞれの役割を果たし，県国際化協会は，自

らの役割を担いつつ，蓄積したノウハウを最大限に生かし，行政機関や関係機関が

行う取組への専門的，技術的支援や人材の育成など，間接的な支援により力が発揮

できるようになることを目指します。 
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≪現在【H25】の形≫

Ａ市 Ｂ町

◎全県的な基本理念の啓発・情報提供
◎全県的な生活に密着した支援（生活情報の提供，日
本語の学習支援等）
◎先進分野への取組（外国人県民との連携・協働等）
◎行政・関係機関の取組に対する専門的・技術的支援
（日本語学習，相談対応，多言語化支援等）
◎人材の育成　等

県

◎全県的な基本理念の啓発・情報提供
◎市町村・関係機関への支援（職員研修，多言語化支
援等）　等

ＭＩＡによる機能補完

（公財）宮城県国際化協会
（ＭＩＡ）

市町村国際
交流協会・
ＮＰＯ

◎生活に密着した支援（生活情報の提供，日本語の学
習支援等）
◎地域の人材育成
◎市町村の施策との協働（日本語の学習支援等） 等

市町村国際交流協会・ＮＰＯ

市町村国際交流協会・ＮＰＯによる機能補完

Ｅ市

◎生活に密着した支援（生活情報の提供，日本語の学
習支援等）
◎地域における基本理念の啓発　等

県やＭＩＡによる機能補完

Ｃ町 Ｄ市

② 主な関係機関による機能補完 

      将来的に目指す役割分担の形が実現するまでの間は，関係機関が相互に機能を補

完しながら多文化共生の取組を行います。  

       現在は，市町村における外国人県民の支援や多文化共生の基本理念の啓発などの

取組については地域差があり，県，県国際化協会，市町村国際交流協会，ＮＰＯが

住民施策としての役割を補完しているところもあります。県に対しても県国際化協

会が役割を補完しています。また，市町村国際交流協会，ＮＰＯにおいても地域に

より多文化共生の推進に関する取組状況に差があります。  

     計画の対象期間である５年間で県，市町村独自の取組が増え，市町村の広域連携

による取組なども進められていることを目指しますが，行政機関だけでは効果的な

実施が困難な部分は，県国際化協会，市町村国際交流協会，ＮＰＯが補完します。  

       将来的には，県，市町村は，住民施策として多文化共生に向けた取組を行い，市

町村国際交流協会，ＮＰＯは，専門性，先駆性，柔軟性が求められる分野での取組

を主体的に行い，県国際化協会は，行政機関や関係機関が行う取組への専門的，技

術的支援や人材の育成などの支援を一層強化します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

≪５年後【H30】に目指す形≫

Ａ市 Ｂ町

◎全県的な基本理念の啓発・情報提供
◎全県的な生活に密着した支援（生活情報の提供，日
本語等の学習支援等）
◎先進分野への取組（外国人県民との連携・協働等）
◎行政・関係機関に対する専門的・技術的支援（日本
語学習，相談対応，多言語化支援等）
◎人材の育成　等

県

◎全県的な基本理念の啓発・情報提供
◎市町村・関係機関への支援（職員研修，多言語化支
援，外国人県民の地域活動への参加促進等）
◎広域的課題への対応，先進分野への取組（市町村間
連携の推進等）
等ＭＩＡによる機能補完

（公財）宮城県国際化協会
（ＭＩＡ）

市町村国際交流協会・ＮＰＯによる機能補完

Ｅ市

◎地域における基本理念の啓発（外国人県民を含むコ
ミュニティの形成）
◎生活に密着した支援（生活情報の提供，日本語の学
習支援等）
◎外国人県民の地域活動への参加促進，人材活用　等

広域連携による実施

県やＭＩＡによる補完

Ｃ町 Ｄ市

市町村国際
交流協会・
ＮＰＯ

◎生活に密着した支援（生活情報の提供，日本語の学
習支援等）
◎地域の人材育成
◎市町村の施策との協働（日本語の学習支援，外国人
県民の地域活動への参加促進等）　 等

市町村国際交流協会・ＮＰＯ

≪将来的に目指す形≫

◎全県的な基本理念の啓発・情報提供
◎広域的課題への対応，先進分野への取組（市町村間
連携の推進等）等

◎全県的な生活に密着した支援（生活情報の提供，日
本語等の学習支援等）◎先進分野への取組（外国人県
民との連携・協働等）◎行政・関係機関の取組に対す
る専門的・技術的支援（日本語学習，相談対応，多言
語化支援等）◎人材の育成　等

県

（公財）宮城県国際化協会
（ＭＩＡ）

広域連携による実施

Ｅ市

◎生活に密着した支援（生活情報の提供，日本語の学
習支援等）
◎地域における基本理念の啓発（外国人県民を含むコ
ミュニティの形成）
◎外国人県民の地域活動への参加促進，人材活用　等

Ｄ市

Ａ市 Ｂ町 Ｃ町

市町村国際交流協会・ＮＰＯ

◎生活に密着した支援（生活情報の提供，日本語の学
習支援等）
◎地域の人材育成
◎市町村の施策との協働（日本語の学習支援，外国人
県民の地域活動への参加促進等）　 等
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３ 推進体制の整備                                               

 

行政機関，事業者，関係機関による「宮城県多文化共生社会推進連絡会議」を設置し，

ネットワークの基盤を構築します。また，条例に基づき設置した「宮城県多文化共生社

会推進審議会」が県内における多文化共生の状況について調査審議し，県に提言を行い

ます。さらに，県，市町村，関係機関が多文化共生施策を展開する際に，専門的，技術

的な支援を行う県国際化協会を「多文化共生センター」（注 18）として位置付け，宮城

県の多文化共生を推進するための重要なけん引役とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

番号 ページ 項 目 内    容 

注１ 1p 

 

在留外国人 平成 24年 7月に新しく導入された在留管理制度の対象とな

る「中長期在留者」及び「特別永住者」を合わせた人をいう。 

この制度の導入に伴い「外国人登録法」は廃止となった。 

注 2 1p 

 

グローバル化 世界的規模となっている状態。国境を越えて地球全体にかか

わるようになっている状態 

注 3 4p 

 

ＮＰＯ 営利を目的とせず，継続的，自発的に行う社会的・公益的な

活動（民間非営利活動）を行う団体。ＮＰＯは Non Profit 

Organization の略語 

注 4 9p 

 

中長期在留者 「出入国管理及び難民認定法」（以下「入管法」とします。）

に基づく在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国

人で，次の(1)から(6)までのいずれにもあてはまらない人 

(1)「3月」以下の在留期間が決定された人 

(2)「短期滞在」の在留資格が決定された人 

(3)「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人 

(4) (1)から(3)までに準じるものとして法務省令で定める

人（「特定活動」の在留資格が決定された，亜東関係協会

の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員

又はその家族の方） 

(5) 特別永住者     

(6) 在留資格を有しない人 

注 5 

 

 

9p 

 

特別永住者 「入管法」に基づく在留資格で，「日本国との平和条約に基

づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例

法」に基づき在留する人 

注 6 

 

 

9p 

 

外国人登録者 

 

 

「外国人登録法」（平成 24年 7月廃止）に基づき市町村に外

国人登録を行っている人で，日本に 90 日を超えて滞在しよ

うとする外国人が対象となっていた。 

注 7 

 

9p 技能実習生 発展途上国への国際貢献と国際協力を目的として，日本の技

術・技能等の習得を支援する制度により来日した人 

注 8 10p 

 

在留資格 「入管法」により規定されている外国人が日本に入国・在留

して行うことのできる活動等を類型化したもの。 

注 9 10p 

 

日本人の配偶

者等 

「入管法」に基づく在留資格で，日本人の配偶者若しくは民

法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として

生まれた人 

 

用語説明 
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注 10 10p 永住者 「入管法」に基づく在留資格で，日本在留中に法務大臣から

永住への在留資格変更許可を受けた人 

注 11 15p やさしい日本

語 

普通の日本語よりも簡単で，外国人もわかりやすい日本語の

こと。やさしい日本語に言い換えるための次のようなルール

がある。①重要度が高い情報だけに絞り込む。②あいまいな

表現は避ける。③難しい語句を言い換える。④複雑でわかり

にくい表現は文の構造を簡単にするなど 

注 12 17p 

 

ドメスティッ

ク・バイオレン

ス 

英語のDomestic Violenceをカタカナ表記したもので，略し

て「ＤＶ」と言うこともある。配偶者など親密な関係にある

者又はあった者から振るわれる暴力 

注 13 19p 

 

コミュニティ

リーダー 

主として同じ出身国の外国人によって構成される地域コミ

ュニティにおいて，多文化共生に向けた指導的役割を担う人 

注 14 19p 定住者 「入管法」に基づく在留資格で，法務大臣から特別な理由を

考慮して一定の在留期間を指定して居住を認められた人 

注 15 21p 多文化家族 国際結婚などで外国人県民を迎えた家族 

注 16 37p 社会資源 住民のニーズを充足するために活用される施設や機関，制

度，資源，知識，技能等を指す総称 

注 17 37p コーディネー

ト 

課題やニーズを解決する取組を行う際に，関係者が適切な役

割分担のもとで各主体の能力を効果的に発揮できるように

調整すること。 

注 18 42p 多文化共生セ

ンター 

多文化共生推進に関する全県的な取組を行うとともに，取組

を行う機関に対する専門的・技術的支援や人材育成を行う，

県の多文化共生推進のための重要なけん引役となる機能を

有する組織 
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宮城県における外国人県民の概況                           

                ※2011(H23)年までは外国人登録者数，2012(H24)年は在留外国人数 

 

(1)在住外国人数の推移                                  

（法務省 在留外国人統計） 

 

(2)主な在留資格別在留外国人数の推移                               

（法務省 在留外国人統計） 
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2011

(H 23）

2012

(H 24）

永住者 333 387 427 486 533 694 1,115 1,446 1,812 2,242 2,545 2,757 2,937 3,105 3,471 3,739 3,983 4,219 4,414

留学 936 964 1,059 1,040 1,043 1,129 1,262 1,507 1,748 1,981 2,044 2,039 2,143 2,002 2,065 2,262 3,376 2,669 2,496

特別永住者 3,112 3,035 3,026 2,972 2,919 2,903 2,867 2,815 2,712 2,666 2,572 2,490 2,398 2,339 2,270 2,220 2,169 2,115 2,112

日本人の配偶者等 1,248 1,444 1,579 1,837 1,951 2,083 2,221 2,284 2,253 2,199 2,125 2,098 2,037 1,996 1,745 1,660 1,507 1,283 1,220

定住者 643 753 779 938 1,081 1,133 1,270 1,283 1,328 1,636 1,344 1,217 799 631 483 468 413 387 366
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(3)国籍別在留外国人数の推移                               

（法務省 在留外国人統計） 

 

 

 

(4)在留資格の構成【宮城県・全国，2012(平成 24)年】                          

（法務省 在留外国人統計） 

宮城県                   全 国 

 

在留資格 人口 構成比

1 永住者 624,501 30.7%

2 特別永住者 381,364 18.8%

3 留学 180,919 8.9%

4 定住者 165,001 8.1%

5 日本人の配偶者等 162,332 8.0%

6 技能実習 151,477 7.4%

7 家族滞在 120,693 5.9%

8 人文知識・国際業務 69,721 3.4%

9 教育 10,121 0.5%

10 教授 7,787 0.4%

- その他 159,740 7.9%

2,033,656 100.0%計

在留資格 人口 構成比

1 永住者 4,414 31.1%

2 留学 2,496 17.6%

3 特別永住者 2,112 14.9%

4 日本人の配偶者等 1,220 8.6%

5 家族滞在 1,020 7.2%

6 技能実習 749 5.3%

7 人文知識・国際業務 415 2.9%

8 教授 399 2.8%

9 定住者 366 2.6%

10 教育 233 1.6%

- その他 790 5.4%

14,214 100.0%計
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2012

(H 24）

中国 2,085 2,382 2,569 3,003 3,324 3,839 4,503 5,259 5,897 6,253 6,412 6,498 6,827 7,054 7,222 7,549 7,231 5,679 5,461

韓国・朝鮮 4,158 4,198 4,201 4,195 4,249 4,371 4,451 4,606 4,593 4,624 4,617 4,625 4,547 4,512 4,478 4,439 4,407 4,109 3,989

フィリピン 647 516 568 635 705 760 881 927 976 1,006 1,116 1,037 1,012 1,015 1,014 1,039 1,027 974 969

米国 440 440 460 446 434 436 479 474 474 463 443 464 520 544 536 541 507 528 536

インドネシア 65 77 83 117 159 206 268 265 269 301 258 258 188 249 263 274 306 222 269

タイ 68 73 77 96 86 87 123 123 128 152 173 172 182 204 247 239 209 206 256

ブラジル 516 622 519 663 695 691 909 994 1,135 1,593 1,218 1,020 546 306 220 187 154 138 143

その他 1,120 1,160 1,272 1,367 1,451 1,483 1,574 1,743 2,013 2,216 2,247 2,222 2,195 2,092 2,111 2,232 2,260 2,117 2,591
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特別永住者

53%
永住者
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(5)中国籍，韓国・朝鮮籍の在留資格の構成【2012(平成 24)年】                   

（法務省 在留外国人統計） 

 

  中国籍                    韓国・朝鮮籍 
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8.6%

技能実習, 7.4%

技能実習, 5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

宮城県

永住者 特別永住者 留学 定住者

日本人の配偶者等 技能実習 家族滞在 人文知識・国際業務

教育 教授 その他
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中国 韓国・朝鮮 フィリピン 米国
インドネシ

ア
タイ ブラジル その他

2010年

(H 22）
7,231 4,407 1,027 507 306 209 154 2,260

2011年

(H 23）
5,679 4,109 974 528 222 206 138 2,117

2012年

(H 24）
5,461 3,989 969 536 269 256 143 2,591

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

（人）

2010年

(H 22）

2011年

(H 23）

2012年

(H 24）

(6)東日本大震災前後の在留資格別在留外国人数                       

（法務省 在留外国人統計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)東日本大震災前後の主な国籍別在留外国人数                        

                               （法務省 在留外国人統計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永住者 留学
特別永

住者

日本人

の

配偶者

等

家族滞

在

技能実

習
定住者 教授

人文知

識・

国際業

務

教育 その他

2010年
(H22)

3,983 3,376 2,169 1,507 1,183 865 413 411 360 236 1,598

2011年
(H23)

4,219 2,669 2,115 1,283 1,034 380 387 405 365 232 884

2012年
(H24)

4,414 2,496 2,112 1,220 1,020 749 366 399 415 233 790

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500
(人）

2010年
(H22)

2011年
(H23)

2012年
(H24)
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(8)各市町村別の在住外国人数【2012(平成 24)年】                           

（法務省 在留外国人統計） 

（単位：人）

総 数 中 国 台 湾 韓国・ 朝鮮 フ ィ リ ピン ブ ラ ジ ル ベ ト ナ ム ペ ル ー 米 国 そ の 他

宮 城 県 9,240    3,639    116       2,452   382       65         330       12         378       1,866    

青 葉 区 4,790    2,145    68         970      141       28         147       7          145       1,139    

宮 城 野 区 1,221    532       14         366      78         6          31         4          28         162       

若 林 区 935       342       11         231      30         4          118       1          30         168       

太 白 区 1,398    421       4          614      76         6          29         -          30         218       

泉 区 896       199       19         271      57         21         5          -          145       179       

581       248       2          121      80         12         5          8          34         71         

313       158       1          99        14         5          -          -          4          32         

262       131       2          27        72         2          6          1          5          16         

143       44         2          58        27         -          -          -          2          10         

311       92         -          107      10         9          6          1          9          77         

149       76         -          24        28         1          -          2          5          13         

281       100       2          116      14         6          5          -          7          31         

129       56         3          35        9          5          1          -          1          19         

313       142       -          83        48         1          3          -          9          27         

276       93         1          102      29         8          9          -          9          25         

80        23         2          35        10         -          -          1          6          3          

620       173       21         225      75         5          3          1          12         105       

蔵 王 町 39        9          -          16        11         -          -          -          -          3          

七 ヶ 宿 町 12        5          -          4          -          1          -          -          -          2          

大 河 原 町 93        23         -          26        17         2          -          -          7          18         

村 田 町 33        7          -          13        6          -          1          -          3          3          

柴 田 町 162       66         6          43        9          -          4          -          1          33         

川 崎 町 38        10         -          23        3          -          -          -          2          -          

丸 森 町 105       26         8          21        14         3          4          -          3          26         

亘 理 町 86        30         -          18        17         4          -          -          2          15         

山 元 町 52        17         1          13        8          5          -          -          1          7          

松 島 町 34        4          6          12        9          -          -          -          -          3          

七 ヶ 浜 町 61        12         1          12        4          -          -          10         8          14         

利 府 町 101       29         2          39        8          2          -          -          6          15         

大 和 町 99        9          1          62        8          2          1          -          1          15         

大 郷 町 30        12         -          8          2          1          -          -          1          6          

富 谷 町 117       26         -          61        6          2          -          -          4          18         

大 衡 村 39        -          -          17        1          -          -          -          1          20         

色 麻 町 31        13         -          9          3          -          -          -          1          5          

加 美 町 94        30         1          35        9          1          4          -          6          8          

涌 谷 町 50        14         1          25        7          -          -          -          1          2          

美 里 町 72        18         -          34        9          -          -          -          4          7          

女 川 町 76        58         -          8          5          1          -          1          -          3          

南 三 陸 町 92        68         -          6          15         -          -          -          3          -          

14,214  5,461  179     3,989  969     143     382     37       536     2,518  

仙 台 市

石 巻 市

塩 竈 市

市 区 町 村

合　　計

気 仙 沼 市

白 石 市

名 取 市

角 田 市

多 賀 城 市

岩 沼 市

登 米 市

栗 原 市

東 松 島 市

大 崎 市

刈 田 郡

柴 田 郡

牡 鹿 郡

本 吉 郡

伊 具 郡

亘 理 郡

宮 城 郡

黒 川 郡

加 美 郡

遠 田 郡



6 

 

20歳未満, 

10.1%

20歳～29歳, 

30.1%

30歳～39歳, 

23.0%

40歳～49歳, 

17.7%

50歳～59歳, 

11.2%

60歳～69歳, 

4.7%

70歳～79歳, 

1.9%

80歳以上, 

1.3%

(9)年齢構成【2012(平成 24)年】                                  

 （法務省 在留外国人統計） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)日本及び宮城県内の居住年数                                

(平成 24年度宮城県外国人県民アンケート調査) 

                     (N=429) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

計 男性 女性 年代構成比

1,433 730 703 10.1%

4,272 2,123 2,149 30.1%

3,274 1,366 1,908 23.0%

2,516 801 1,715 17.7%

1,588 481 1,107 11.2%

671 282 389 4.7%

275 116 159 1.9%

185 65 120 1.3%

14,214 5,964 8,250 100.0%

40歳～49歳

30歳～39歳

20歳～29歳

20歳未満

年齢区分

計

80歳以上

70歳～79歳

60歳～69歳

50歳～59歳

人 % 人 % 人 %
6 か 月 未 満 13 3.0 18 4.2 23 5.4
6 か月以上 1 年 未満 14 3.3 22 5.1 29 6.8
1 年 以 上 3 年 未 満 61 14.2 78 18.2 93 21.7
3 年 以 上 5 年 未 満 51 11.9 50 11.7 59 13.8
5 年 以 上 10 年 未 満 69 16.1 79 18.4 67 15.6
10 年 以 上 20 年 未満 121 28.2 105 24.5 88 20.5
20 年 以 上 30 年 未満 28 6.5 26 6.1 25 5.8
30 年 以 上 55 12.8 42 9.8 28 6.5
無 回 答 17 4.0 9 2.1 17 4.0

計 429 100.0 429 100.0 429 100.0

日本 宮城 現在の市町村

3.0

4.2

5.4

3.3

5.1

6.8

14.2

18.2

21.7

11.9

11.7

13.8

16.1

18.4

15.6

28.2

24.5

20.5

6.5

6.1

5.8

12.8

9.8

6.5

4.0

2.1

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日本

宮城

現在の

市町村

6カ月未満 1年未満 3年未満 3～5年 5～10年

10～20年 20～30年 30年以上 無回答
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(11)今後の居住予定                                    

                        (平成 24年度宮城県外国人県民アンケート調査) 

                                    (N=429) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （参考）在留資格別の居住予定（N=429） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  人 ％ 

ずっと宮城に住み続ける 213 49.7％  

日本には永住するが，宮城からは転出する 10 2.3％  

日本には永住するが，宮城に住み続けるかはわからない 53 12.4％  

将来は日本を離れる 69 16.1％  

日本を離れるかどうかわからない 67 15.6％  

その他 16 3.7％  

 
母国との間を一定期間往復する 7 1.6％  

 
一旦帰国してから，戻るか考える 3 0.7％  

 
仕事がある限り宮城に残る 2 0.5％  

 
無回答 4 0.9％  

無回答 1 0.2％  

計 429 100％ 

 

ずっと宮城県に住

み続ける

49.7%

日本には永住

するが、宮城

からは転出す

る
2.3%

日本には永住する

が、宮城に住み続

けるかはわからな

い

12.4%

将来は日本を離れ

る

16.1%

日本を離れるかど

うかわからない

15.6%

その他

3.7%

無回答

0.2%

66 

7 

63 

79 

27 

20 

22 

38 

17 

60 

16 

6 

22 

19 

20 

20 

22 

4 

3 

46 

5 

27 

10 

11 

25 

88 

58 

20 

11 

37 

10 
2 

20 

40 

33 

25 

17 

4 

4 

7 

10 

11 

13 

13 

4 

20 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

永住者

留学

日本人の配偶者等

特別永住者

家族滞在

人文知識・国際業務

教授

定住者

研修・技能実習

その他

無回答

宮城に永住 日本に永住するが他地域または地域未定

日本を離れる 永住するか未定

その他 無回答
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 (12)国際結婚等の状況                                  

 （厚生労働省 人口動態統計） 

① 国際婚姻件数                  

 

 

② 妻が外国人の離婚件数                

 

 

 

 

 

 

 

 

157

180
196 190 185

156

179

137
126

0

50

100

150

200

250

2004

（H16）

2005

（H17）

2006

（H18）

2007

（H19）

2008

（H20）

2009

（H21）

2010

（H22）

2011

（H23）

2012

（H24）

（件）

248 
268 

374 

445 440 

394 

469 

443 

380 382 

294 300 

221 

149 

184 

42 46 52 49 45 51 
73 

54 51 56 53 
38 

48 41 37 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1998

(H10）

1999

(H11）

2000

(H12）

2001

(H13）

2002

(H14）

2003

(H15）

2004

(H16）

2005

(H17）

2006

(H18）

2007

(H19）

2008

(H20）

2009

(H21）

2010

(H22）

2011

(H23）

2012

(H24）

（件）
夫日本・妻外国 妻日本・夫外国
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  人 ％ 

よくある 31 7.2％  

時々ある 137 31.9％  

ほとんどない 111 25.9％  

まったくない 55 12.8％  

過去に経験したが今はない 83 19.3％  

無回答 12 2.8％  

合計 429 100％  

 

外国人県民をとりまく現状                              

 

 (1)外国人県民に対する理解の不足・認識の低さに関するもの                

  

① 生活上，外国人だということでいやな経験やつらい思いをした（している）経験 

 (平成 24年度宮城県外国人県民アンケート調査（N=429）) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 県が多文化共生の取組を行っていたことについての認知度 

                          （平成 23年宮城県県民意識調査結果） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある
7.2%

時々ある

31.9%

ほとんどない

25.9%

まったくない

12.8%

過去に経験し

たが今はない
19.3%

無回答
2.8%

知ってい

る, 3.2%
ある程度

知ってい

る, 13.1%

あまり知

らない, 

44.0%

知らない, 

39.7%
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③ 行政への希望  

(平成 24年度宮城県外国人県民アンケート調査（N=429）) 

 

 

(2)地域とのつながりの希薄さに関するもの                           

 

 平成 24年度宮城県外国人県民アンケート調査 

 ① 現在仲良くしている地域の日本人の有無（N=429） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2

11.2

21.4

31.2

24.0

15.9

33.3

22.1

5.8

4.7

26.6

11.2

3.0

1.4

9.1

13.5

32.4

64.6

9.6

2.3

9.6

21.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職場

学校

地域

その他

何でも話し合える人がいる たまに立ち話をする人ならいる
あいさつをする程度の人しかいない まったくいない
就労・就学していない 無回答

41.5 

36.4 

25.2 

22.6 

21.0 

20.7 

18.9 

12.4 

9.3 

9.1 

6.1 

1.9 

11.0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

就職支援

日本語・日本文化学習機会

交流機会

日本人の異文化理解

住宅支援

政治参加

外国語の生活情報

外国語の相談窓口

外国語の案内表示

教育の外国語サポート

外国語学習支援

その他

無回答

%
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② 社会活動の有無（N=429） 

 

 ③ 東日本大震災での津波に関する情報の入手方法（N=239） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5 

9.6 

11.7 

8.6 

7.2 

7.0 

32.6 

33.8 

39.6 

43.1 

43.1 

40.6 

36.8 

35.9 

29.1 

29.6 

31.0 

31.0 

17.0 

20.7 

19.6 

18.6 

18.6 

21.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母国語・文化を生かせる活動

仕事や学業を生かせる活動

文化・スポーツ活動

地域貢献

ボランティア

母国出身者に貢献する活動

している してみたい する予定はない 無回答

人 %
誰からも聞かない 68 28.5
家族 50 20.9

配偶者 27 11.3
子ども 7 2.9
親 7 2.9
その他家族 4 1.7

職場・学校 31 13.0
近所の人 30 12.6
日本人の友人・知人 19 7.9
母国出身の友人・知人 10 4.2
知らない人 8 3.3
その他の友人・知人 6 2.5
その他 44 18.4

ラジオ 17 7.1
テレビ 11 4.6
防災無線・サイレン 3 1.3

無回答 11 4.6
計 239 100



12 

 

不自由な

く話せる

36.8%

だいたい

話せる

43.4%

あまり話

せない

13.5%

ほとんど

話せない

4.7%

無回答

1.6%

不自由なく

聞き取れる

38.5%

だいたい聞

き取れる

42.9%

あまり聞き

取れない
12.4%

ほとんど聞

き取れない
4.0%

無回答
2.3%

11 

22 

33 

37 

72 

12

19 

46 

57 

50 

23 

65

41 

25 

6 

7 

4 

18

30 

6 

4 

4 

2 

1 

6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年未満

5年未満

10年未満

20年未満

20年以上

無回答

日
本
の
居
住
年
数

不自由なく話せる だいたい話せる あまり話せない

ほとんど話せない 無回答

(3)コミュニケーションの困難さに関するもの                         

 

 平成 24年度宮城県外国人県民アンケート調査 

 ① 話す能力（N=429）              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 日本の居住年数別の話す能力（N=429） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 聞く能力（N=429） 
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7 

25 

38 

36 

75 

18 

19 

51 

55 

48 

20 

53 

44 

20 

3 

10 

2 

18 

30 

4 

3 

1 

1 

4 

2 

1 

12 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年未満

5年未満

10年未満

20年未満

20年以上

無回答

日
本
の
居
住
年
数

不自由なく聞き取れる だいたい聞き取れる あまり聞き取れない

ほとんど聞き取れない 無回答

 ④ 日本の居住年数別の聞く能力（N=429） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑤ 読む能力（N=429）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 日本の居住年数別の漢字を読む能力（N=429） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.9 

62.9 

59.0 

31.5 

24.9 

26.1 

19.8 

4.9 

6.8 

14.0 

3.5 

4.7 

1.9 

3.7 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

漢字

ひらがな

カタカナ

不自由なく読める だいたい読める あまり読めない ほとんど読めない 無回答

15 

31 

29 

26 

60 

6 

26 

35 

33 

37 

17 

41 

19 

18 

19 

27 

12 

24 

41 

16 

14 

8 

8 

24 

4 

2 

2 

6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1年未満

5年未満

10年未満

20年未満

20年以上

無回答

日
本
の
居
住
年
数

不自由なく読める だいたい読める あまり読めない

ほとんど読めない 無回答
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学習してい

る

38.7%

できれば

学習したい

28.4%

日本語に

不自由は

ない
28.2%

学習する

つもりはな

い
2.8%

無回答

1.9%

(4)学習の機会の不足に関するもの                             

 

平成 24年度宮城県外国人県民アンケート調査（①～⑥） 

 ① 日本語の学習状況（N=429） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 在留資格別の日本語学習状況（N=429） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 日本居住年数別の日本語学習状況（N=429） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

54 

44 

73 

60 

11 

75 

75 

58 

60 

38 

24 

40 

2 

13 

0 

44 

21 

20 

27 

18 

14 

81 

13 

30 

44 

25 

13 

21 

20 

3 

3 

2 

5 

10 

13 

1 

1 

12 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

永住者

留学

日本人の配偶者等

特別永住者

家族滞在

人文知識・国際業務

教授

定住者

研修・技能実習

その他

無回答

学習している できれば学習したい 日本語に不自由はない 学習するつもりはない 無回答
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47.6 

38.1 

35.7 

19.0 

16.7 

15.9 

2.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

書類をそろえるのが難しい

サービスについてわからない

書類の内容・書き方がわからない

言葉が通じない

場所・利用時間の情報がない

その他

無回答

%

55.2 

30.6 

24.6 

19.4 

14.2 

1.5 

8.2 

0.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

忙しくて勉強する時間がないから

近くに学べる場がないから

日本語教室や日本語学校の情報

がないから

勉強するお金がないから

家族や友人などが通訳してくれる

から

母国の言葉だけで生活できるから

その他

無回答 %

59.0 

20.5 

19.3 

18.1 

15.7 

7.2 

1.2 

2.4 

0.6 

0 20 40 60 80

教材やテレビ講座などで自分で勉強している

ボランティアの日本語教室に通っている

家族に教えてもらっている

日本人の知人・友人に教えてもらっている

通っている大学や学校で学んでいる

語学学校（日本語学校）に通っている

自宅に講師を招き、個人指導を受けている

その他

無回答
%

 ④ 日本語の学習方法（複数回答 N=166） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 日本語を学習しない理由（複数回答 N=134） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 行政施設を利用するときに困ったこと(N=429) 
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⑦外国人児童・生徒数   

                       （学校基本調査（文部科学省・宮城県データ）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入状況 

（「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」（文部科学省・宮城県データ）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247
201 207 194 162 167

122

107 95 93
74 62

76

70 114
93

68 50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

外国人児童数（小学校） 外国人生徒数（中学校） 外国人生徒数（高等学校）

児童生徒数 学校数 児童生徒数 学校数 児童生徒数 学校数 児童生徒数 学校数

96 58 102 56 100 56 69 37

H19年度 H20年度 H22年度 H24年度
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家庭生活

111件, 31.6%

暮らし一般

30件, 8.5%
医療保健福

祉 53件, 
15.1%仕事 16件, 

4.6%

日本語学習

12件, 3.4%

在留資格

71件, 20.2%

通訳・翻訳

16件, 4.6%

住宅 7件, 
2.0%

税金 3件, 
0.9%

教育 4件, 
1.1%

震災関連 5

件, 1.4%
その他 23

件, 6.6%

(5)家族問題の増加・複雑化に関するもの                           

 

① みやぎ外国人相談センターの相談内容（Ｈ24年度：351件） 

                             （宮城県国際経済・交流課調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② みやぎ外国人相談センターの相談件数の推移（H21年度～H24年度） 

 （宮城県国際経済・交流課調べ） 

 

 

 

 

震災関連 ： 1,324 件 
   H22：1,069 件 
    H23:   250 件 
   H24:     5 件 

0

50

100

150

200

250

300

350

400
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500

家
庭
生
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医
療
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健
福
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仕
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日
本
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学
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在
留
資
格

通
訳
・翻
訳

住
宅

税
金

教
育

震
災
関
連

そ
の
他

（件）

24年度 23年度

22年度 21年度

震災関連 ：1,324件

H22：1,069件

H23： 250件

H24： 5 件
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③ 子育てに関する悩み 

 (平成 24年度宮城県外国人県民アンケート調査) 

(N=167) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 家族形態別の子育ての悩み 

 (平成 24年度宮城県外国人県民アンケート調査) 

(N=156) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

8

30

33

18

20

30

12

15

33

10

10

10

4
4

60

65

40

33

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

配偶者のみと同居

その他の家族と同居

ひとり親

無回答

家
族
形
態

相談相手がいない 情報がわかりにくい

日本人の家族と意見が合わない 他の人と知り合わない

保健師・保育士とのコミュニケーション その他

とくにない

％

人 %
情報がわかりにくい 30 18.0
相談相手がいない 19 11.4
日本人の家族と意見が合わない 19 11.4
他の子育てしている人と知り合わない 15 9.0
保健師・保育士とのコミュニケーション 4 2.4
その他 1 0.6
とくにない 93 55.7
無回答 11 6.6
計 167 100.0
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13.5 

9.6 

11.7 

8.6 

7.2 

7.0 

32.6 

33.8 

39.6 

43.1 

43.1 

40.6 

36.8 

35.9 

29.1 

29.6 

31.0 

31.0 

17.0 

20.7 

19.6 

18.6 

18.6 

21.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母国語・文化を生かせる活動

仕事や学業を生かせる活動

文化・スポーツ活動

地域貢献

ボランティア

母国出身者に貢献する活動

している してみたい する予定はない 無回答

(6)活躍の場の不足（就労，地域活動）に関するもの                     

 

 ① 地域の日本人との交流希望の内容  

 (平成 24年度宮城県外国人県民アンケート調査) 

(複数回答 N=429) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 社会活動参加の有無・希望 

 (平成 24年度宮城県外国人県民アンケート調査) 

（N=429） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.3 

35.9 

32.6 

27.5 

29.1 

21.0 

3.5 

15.4 

4.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

日本の文化・習慣を学びたい

地域の行事に参加したい

いっしょに社会活動をしたい

母国の文化を紹介したい

食事・買い物に行きたい

家庭や子育ての相談

その他

交流したいとは思わない

無回答 %
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 ③ 県内永住者の就職率（新規求職受理件数に対する就職件数）    （宮城労働局調べ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 外国人雇用状況の届出状況                  （厚生労働省データ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2%

22.1% 21.7%

33.2%

38.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

H20 H21 H22 H23 H24

外国人雇用事業所数 754 864 839 882

外国人労働者数計 3,185 3,689 4,228 3,456 3,816

専門的・技術的分野の在留資格 698 818 927 968 966

うち技術 68 79 98 105 91

うち人文知識・国際業務 155 190 216 252 265

特定活動(技能実習生を含む） 858 1,080 1,198 11 15

技能実習 22 395 604

資格外活動（留学） 769 828 971 921 991

資格外活動（その他） 59 85 102 81 84

永住者 475 519 584 658 745

日本人の配偶者等 235 263 299 307 298

永住者の配偶者等 8 12 17 17 18

定住者 83 84 108 98 95
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多文化共生社会の形成の推進に関する条例 

平成十九年七月十一日 

宮城県条例第六十七号 

 

（目的） 

第一条 この条例は，多文化共生社会の形成の推進について，基本理念を定め，並びに県，事業者

及び県民の責務を明らかにするとともに，多文化共生社会の形成の推進に関する 施策の基本と

なる事項を定めて総合的かつ計画的に施策を推進することにより，国籍， 民族等の違いにかか

わらず県民の人権の尊重及び社会参画が図られる地域社会の形成を 促進し，もって豊かで活力

ある社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この条例において「多文化共生社会」とは，国籍，民族等の異なる人々が，互いに，文

化的背景等の違いを認め，及び人権を尊重し，地域社会の対等な構成員として共 に生きる社会

をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 多文化共生社会の形成の推進は，豊かで活力ある社会の実現には国籍，民族等の違いに 

かかわらず，次の各号に掲げる事項が必要であることを旨として行われなければ ならない。 

一  個人の尊厳が重んぜられること，個人の能力を発揮する機会が確保されること等により県

民の人権が尊重されること。 

二   県民が地域社会の対等な構成員として地域社会における様々な活動に主体的に参画する

こと。 

２  多文化共生社会の形成の推進は，県，市町村，事業者，県民等の適切な役割分担の下に協働

して行われなければならない。 

３  多文化共生社会の形成の推進は，国際的な人権保障の取組に留意して行われなければならな

い。 

 

（県の責務） 

第四条 県は，前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，多文化共生社会の形成

の推進に関する総合的な施策を策定し，及び実施する責務を有する。 

 

（事業者の責務） 

第五条 事業者は，その事業活動に関し，基本理念にのっとり，多文化共生社会の形成の推進に

努めるとともに，県又は市町村が実施する多文化共生社会の形成の推進に関する 施策に協力す

るよう努めるものとする。 

 

（県民の責務） 

第六条 県民は，基本理念にのっとり，地域，職域，学校，家庭その他の社会のあらゆる 分野に

おいて多文化共生社会の形成の推進に寄与するよう努めるものとする。 
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（多文化共生社会推進計画） 

第七条 知事は，多文化共生社会の形成の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため，

多文化共生社会推進計画（以下「計画」という。）を定めなければならない。 

２ 知事は，計画を定めるに当たっては，あらかじめ，県民の意見を反映することができるよう

必要な措置を講じなければならない。 

３ 知事は，計画を定めるに当たっては，あらかじめ，宮城県多文化共生社会推進審議会の意見

を聴くとともに，議会の議決を経なければならない。 

４ 知事は，計画を定めたときは，遅滞なく，これを公表するものとする。 

５ 前三項の規定は，計画の変更について準用する。 

 

（市町村との協働） 

第八条 県は，多文化共生社会の形成に関する市町村の役割の重要性にかんがみ，地域における

多文化共生社会の形成に市町村と協働して取り組むとともに，市町村が行う多文化共生社会の

形成の推進に関する施策に対し必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 

（県民の活動を促進するための支援） 

第九条 県は，県民が行う多文化共生社会の形成の推進に関する活動を促進するため，情報の提

供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 

（教育の充実） 

第十条 県は，多文化共生社会の形成の推進における学校教育及び社会教育の役割の重要性にか

んがみ，その充実を図るよう努めるものとする。 

 

（推進体制の整備） 

第十一条 県は，多文化共生社会の形成を推進するため，市町村，事業者，県民，関係機関，関 

係団体等と連携し，必要な体制の整備に努めるものとする。 

 

（調査研究） 

第十二条 県は，多文化共生社会の形成の状況を把握するとともに，多文化共生社会の形成の推

進に関する施策の策定に必要な調査研究を実施するよう努めるものとする。 

 

（相談及び苦情の処理） 

第十三条 県は，多文化共生社会の形成の推進に関する相談及び苦情の適切な処理に努めるもの

とする。 

 

（審議会の設置等） 

第十四条 知事の諮問に応じ，多文化共生社会の形成の推進に関する重要事項を調査審議するた

め，宮城県多文化共生社会推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は，前項に規定する重要事項に関し知事に意見を述べることができる。 
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（組織等） 

第十五条 審議会は，委員十人以内で組織する。 

２ 委員は，多文化共生社会の形成の推進に関し優れた識見を有する者のうちから，知事が任命

する。この場合において，知事は，委員構成における国籍，民族等の多様性の確保に配慮しな

ければならない。 

３ 委員の任期は，二年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，前任

者の残任期間とする。 

４ 委員は，再任されることができる。 

 

（会長及び副会長） 

第十六条 審議会に，会長及び副会長を置き，委員の互選によって定める。 

２ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代

理する。 

 

（会議） 

第十七条 審議会の会議は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。 

 

（部会） 

第十八条 審議会は，その定めるところにより，特定の事項を調査研究させるため，部会を置く

ことができる。 

２ 部会に属すべき委員は，会長が指名する。 

３ 前二条の規定は，部会について準用する。 

 

（秘密の保持） 

第十九条 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様とす

る。 

 

（運営に関する事項） 

第二十条 第十四条から前条に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が審

議会に諮って定める。 

 

（議会への報告） 

第二十一条 知事は，毎年度，多文化共生社会の形成の推進に関して講じた施策を議会に報告す

るとともに，公表するものとする。 
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（財政上の措置） 

第二十二条 県は，多文化共生社会の形成の推進に関する施策を実施するため，必要な財政上の

措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（委任） 

第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 

（附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和二十八年宮城県条例

第六十九号）の一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

宮城県多文化共生社会推進審議会の委員 出席一回につき １１，６００円 ６級 
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宮城県多文化共生社会推進審議会委員名簿 

 

任期　平成23年12月1日～平成25年11月30日

　平成25年12月1日～平成27年11月30日

所属・役職 氏　　名 参考

あべ　みちよ

1 仙台市立八幡小学校教諭 阿部　実智代

い　いんじゃ

2 東北大学大学院教育学研究科准教授 李　　仁子

    いちのせ とものり

3 宮城教育大学教授 市瀬　智紀

かとう　きょうじ

4 宮城県商工会連合会専務理事 加藤　亨二

　　　きん　　とうえい

5 行政書士金東暎事務所代表 金　　東暎

こせき　いちえ

6 みやぎ外国人相談センター相談員 小関　一絵

すえまつ　かずこ

7 東北大学大学院経済学研究科准教授 末松　和子

ふじなみ　たつや

8 宮城労働局職業安定部長 藤浪　竜哉

ふるやま　しづえ

9 元宮城県女性相談センター技術次長 古山　しづ江

みやざわ　いざべる

10 予防福祉クリニック非常勤講師 宮澤　イザベル

五十音順・敬称略



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期宮城県多文化共生社会推進計画 

平成２６年３月 

宮城県 経済商工観光部 国際経済・交流課 

宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

       ＴＥＬ 022-211-2972    ＦＡＸ 022-268-4639 

       ＵＲＬ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-kokusai/ 

 

 

 


